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一、

緖言 

' 

ニ、

誤
れ
る
解
禁
の
方
法
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不
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常
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る
解
禁
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1
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収
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金
解
禁
策
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判w

金滩出，の對
策
私
案
：
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:

第
M
號

.

一.一

然
し
な
が

I

解

S

食
营
關
し
，

5

政
府
が
旣
識
つ
，

5

つ
將
來
採
ら
ん
ビ
し
て 

ゐる政當を得ざる

も

の
が
あ
る
爲
め

R
、國
民
經
濟
が
金
解
禁
の
結
果
ど
し
て
利

.益
を 

受

け

ず

し

て

、
却

，
つ

，
て
：
打

擊

t
蒙
る

か

も
知
れ
無
い

o

否
な
其
惡
影
響
の
一
部
分
は
解
禁
實
施 

期

1
!
1前

^

旣

^
.物
.價
の
低
落
、楚
れ
に
伴
ふ

1
般
經
濟
界
の
不
況
の
形
式
^
於
て
顯
は
れ
て
ゐ 

た
。
.本
篇
の
目
的
ヒ
す
る
所
は
、政
府
の
解
禁

'策
が
如
何
な
る
勤

〗

に
於
て
誤
つ
て
ゐ
る
か
を
明 

か

^

し
、最後ヾ

^

國
民
經
濟
の
*
ら
ん
ど
し
て
ゐ
る
損
失
を
豫
防
す
る
爲
め
ヒ
政
府
の
採
る
可 

さ
手
段
を
提
唱
す
る

^

在
る
。

ニ
誤
れ
る
解
禁
の
方
法

 

,

.
一
國
內
に
流

.通
せ
る
通
貨
の
對
外
的
價
値
、即
ち
爲
替
相
場
の
低
落
し
て
ね
る
國
次
於
て

^

 

輸
出
の
禁
止
を
解
く

^

當

6

て、先
づ
決
定
す
可
き
問
題
は
、金
輸
出
禁
止
以
前
に
行
は
れ
て
ゐ 

た
法
定
平
價
に
依

^

て、解
禁
を
實
行
す
る
か
、或
は
其
法
定
平
價
を
ば
爲
替
相
揚
の
標
準
に
切 

下
げ
、此
標
準

^

て
兌
換
を
苒
始
し
、金

.の
輸
出
を
，：

E

 

it

す
可
さ
か
で
あ
る
。
此
法
定
平
價
の 

切
下
げ

^

依
ぅ
て
解
禁
を
實
行
す
れ
ば
、自
然

k

定
々
た
る
爲
替
相
場
が

®

平
價
ヾ

」

な
る
の
で 

あ

ク

て、爲
替
相
場
が
變
動
し
な
い
か
ら
、物
價

R

I
も
變
動
が

：

生
ぜ
ず
、傘

®

*

の
爲
め
に
國
民
輕

濟
が
殆
ん

V」

何
等
の
影
饗
そ
蒙
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
、舊
本
價

ic
依
ぅ
て
解
禁
を
行
ふ

1
.
.合
 

k

は
.其
の
，實行
方
法
が
宜
敷
を
得
ざ
れ

ば

、

| 1

濟
界
は
一
大
打
擊
を
蒙
る
か
も
知
れ
無
い
。
舊 

平
丨
價
に
依
る
解
禁
は
左

^

列
擧
す
る
種
々
の
方
法
の
中
孰
れ
か
に
依

4

て
實
行
し
得
る
。

■ 

ニ)

即
.時

の

解

禁

' 

■

,

.

(

ニ)

爲
替
相
揚
が
恢
復
し
て
、輸
出
現
送
黙
に
接
近
し
た
る

.
時
^

於
け
る
.解
禁

(

三)

爲
替
相
場
が
輸
出
現
送
點

k

達
し
た
る
後
^
於
け
る
解
禁

(

四)

爲
替
相
場
於
平
價
若
し
く
は
輸
出
現
送
勲
を
■恢
復
し
且
つ
此
平
價
若
し
く
は
輸
出 

現
送
勸
が
此
較
的
永
く
維
持
^
れ
た
る
後
ド
於
け
る
解
禁

-此
の
中
、

(
一
)

即，時
の
解
禁
ど
謂
ふ
の
は
、爲
替
相
場
：が
輸
出
現
送
：黙
の
恢
復
を
待
た

.ず
し
て
、解
 

禁
を
行

.ふ
こ
ど
、で
あ
つ
て
、

»

攀
即
行
ど
も
名
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

：

例
へ
ば
通
貨
の
■
外
慎
僻 

が
假

々

k

1

割
程
輸
出
現
送
黙
以
下

k

低
落

.し
て
ゐ
る

ド

も

拘
ら
ず

«

ち
^
解
禁
を
斷
行
す 

る
の
で
あ
る
が
、此
方
法
を
實
行
す
れ
ば
、爲
替
相
場
は

一

躍
少
く

ビ

も
輸
出
現
送

a

ま
で
恢
復 

し、其
の

.結
果
ど
し
て
、輸
入
品
は
爲
替
相
場
の
恢
狻
率
ど
略
ぽ
同
程
度
に
、即
ち
大
.約
一
割
程
低 

落
.し、輸
出
品
は
夫
れ
以
上

k

暴
落
し
、輸
出
入

k

關
係
少
な
き
物
品
は
、換
言
す

.れ
ば
*
ど
し
て

笫

！
、
一

十

叫

卷

S

八
五〕
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四

國
內

R

於
て
產
出
_
れ
且
つ
消
費
せ
ら
る
、
物
品
は
®
入
品
並

k

輸
出

.品
程
で
は

.
な

s

が
、矢
 

張
々
爲
替
騰
貴
の
影

_

を
受
け
そ
若
干
低
落

.す
る

9

而
か
も
此
爲
替
相
場
の
騰
貴

k

甚
く
物 

價
の
低
落

は

、
®

濟
界
を
不
況

k

導
く
の

'結
果

？:
有
す

'S
も
の
で
あ
る
。
茲

k

特
^
爲
替
相
場 

の
騰
貴
に
甚
く
物
價
の
低
落

.は
云
々
ヾ

」

言
ふ
理
由
は
，物
價
の
低
落
は
常

R

必
ず
し
も
不
景
氣 

を
誘
致
す
る
も
の
•で
無
い
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
機
械
工
業
の
發
達
、經
營
並
に

®

造
技
術
の 

進
步
、其
の
他
職
エ
の
能
率
增
進
等

^

甚
く
生
產
費
の
輕

« .
の
釀
し
た
る
物
價
の
低
藩
は
、®
氣 

を
惡
化
せ
し
ひ
る
ょ

6

も
寧

.ろ
之
を
好
轉
せ
し
む
る
の
結
果
を
呈
す
る

^

マ

」

が
あ
る
。
夫
れ 

は
何
故
で
あ
る
か
。

♦日
く
、其
の

」
理
由
ば
生
產
費
が
減
少
す
る
結
果

ビ

し
て
、製
造
業
の
利
潤 

が
增
加
す
る
爲
め

it
、事
業
界
が
旺
盛

^

な
る
乙
ビ
で
あ
る
。
尤
も
生
産
費
が
減
少
し
た
丈
け 

で
は
、事
業
の
利
潤
が
必
ず
し
も
增

.加
す
か

も

の

で
は
無

K

製
品
の
單
位
生
産
費
が
一
割
減 

少
し
た
際
に
、賣
價
を
從
前
ょ

6

五
分
安
く
す
れ
ば
'
個
霄
彡
の
利
益
が
五
分
增
加
す
る
の
は 

言
；ふ
ま
で
も
無
い
。
然
し
な
が
ら
、同
時

^

假

^

に
販
賣
量
が
一
割
程
減
退
す
れ
ば
、利
潤
の
總 

額
は
少
し
も
增
加
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、却
つ
て
減
少
す
る

z
V

J

Rな
る
か
も
知
れ
無
い
。
若 

し
果
し
て
然
ガ

S

す
れ
ば
、生
產
費
の
輕
滅
は
事
業
界
を
表
微
せ
し
む
る

乙

ビ

に
な
る
。
所
が

實

際

k
は

生

產

費

の

輕

減

は

同

時

k
賣

價

I
下

げ

t

伴

u
從
o

ら

^

浓
の

M

r
力
増
办
す
る

乙

V

J

kな 々

く
物
偾
の
低
落
が
好
景
氣

?:
醸
成
す
.る一 

る

か

ら

で

あ

る

。
.
要

す

る

^
、生

產

费

の

低 

の
膨
脹
を
通
じ
て
、景
氣
を
好
轉
せ
し
ひ
る 

近
の
繁
滎
は
此
現
象
の
近
代
^
於
け
る
最 

價
は
戰
後
餘
嵇
低
落
し
て
ゐ
る
が
、千
九
百 

國
民
が
古
今
未
曾
有
の
繁
盛
を
經
驗
し
つ 

く
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
ま
い
。

»

く
の
如
く
物
偾
が
生
產
費
輕
減
の
結 

る
の
傾
尚
を
有
し
て
ゐ
る
が
、之

k

反
し
て 

V

J

{̂C
は
、不
景
氣

R

な
る
。
何
故
で
あ
る 

1

の
程
度
じ
、生
產
费
が
減
少
し
な
ぃ
結
果 

の
市
價
が
低
落
す
れ
ば

/i
料
品
の
市
«
も

原 事

あ 十 著 可 は 因 業  

つ 九 し 能 國 丨 よ 界  
た 年 い 性 の 市 . が  

ど の 實 を 內 價 繁  

傳 秋 例 有 外 の 榮  

へ 期 s し k 低 す  

ら に 看 て 於 落 * る  

れ 於 做 ゐ け し °

ビ か 爲 果 、 ニ も の 減

て
販
賣
暈
が
膨
脹
.す
る
か 

次
に
生
產
費
の
減
少
^
基 

た
貨
物
の
輸
出
が
增
加
す 

る
國
產
品

k

對
す
る
需
用 

る
の
で
あ
る
。
米
國
の
最 

し
得
る
。
即
ち
米
國
の
物 

け
る
株
價
崩
壊
ま
で
は
同 

ぬ
た

/J 

V
J

は
事
新
ら
し

て

し て 替 ど  

て、 云 相 し  

利 ふ 揚 て  

潤 Iこ が 低  

が 先 騰 落  

減 づ 貴 し  

退 第 し すこ 

す 一 た 場  

る ] こ 爲 合

低

落

す

る

か

ら

其
の

範

圍

に
は
好
最
氣
を
誘
導
す 

め
^
物
價
が
下
落
す
る 

物
價
が
低
然
す
る
ど
同 

か
ら
で
あ
る
。
旣
製
品 

內

k

於
て
生
產
费
も
減

第
ニ
十
叫
卷(

四
八
七〕
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禁
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第
二
十
四
卷(

四
八
八)

金
解
禁
笟
の
批
舛W

命
k

出
の
對
饿
私
案

退

す

る

譯

で

あ

る

が

、

賃

鈒

が

夫

れ

ヾ

」

同

時

^

低

落

し

な

s

か
、
夂

低

落

し

て
 

物

價

の

低

落

率

^

達

し

な

'い
の
を
常
ヾ

」

す

る

爲

め

に

、
生

產

費

は

結

局

物

價
 

R

lf
r
少

し

な

い

の

で

あ

る

。

物

價

の

低

落

が

斯

樣

^

國

內

的

關

係

に

於

て

製

造

業

の

利

潤

を

減

退

せ
 

有

し

て

ゐ

る

ビ

レ

て
も
、

若

し

國

產

盅

の

市

價

低

落

の

結

果

ヾ

」

し

て

、

輸

出

が
 

產

業

の

受

く

る

影

響

は

相

殺

せ

ら

れ

て

、
必

ず

し

も

景

氣

を

惡

化

せ

し

む

る
 

S

辔

で

あ

る

。

然

る

^

爲

替

の

騰

貴

に

破

く

國

內

の

物

偾

の

低

落

は

輸

出
 

ら

3

な

S

。

何

故

V
」

な

れ

ば

、

# ;
價

が

低

落

し

た

の

ば

@

替

が

.

騰

貴

し

た

爲
 

物

が

國

內

で

賣

買

3

忪

る

、

ヒ

さ

^

は
、
大

約

爲

替

の

騰

貴

率

丈

け

安

く

収

引
 

輸

出

^

れ

る

場

合

^

は
、

國

內

^

於

け

る

低

落

率

が

爲

替

の

騰

貴

率

^

依
ぅ 

か

ら

、

國

產

品

は

爲

替

の

騰

貴

の

結

果

ど

し

て

は

^

國

R

對

し

て

少

し

も

安

く
 

あ

る

。

例

べ

ば

、

『

圓

』

の

爲

替

相

場

が

一

割

騰

貴

し

た

爲

め

R
、

放

が

國

產

品

が
 

割

下

落

し

た

v
j

し

て

も

、

^

を

海

外

^

輸

出

す

る

場

合

妃

は

^

k
對

じ

て

支

拂
 

幣

は

一

割

多

く

な

る

か

ら

、
外

國

か

ら

觀

れ

ば

、
我

が

國

產

品

は

.

差

引

少

し

も

低

第叫號
 

六

も

其

の

低

落

率

が
 

落
ヾ」

同

程

度

て さ め 增 乙 膨 し の
む

る

の

傾

rA
J
を 

脹

す

れ

ば

、

ft
國 

V

J

kは
な

ら

な
 

進

の

結

梁

を

齋
 

で

あ

る

か

ら

、
©
 

れ

る

が

、

外

國

it 

相

殺

せ

ら

れ

る
 

な

ら

な

い

の

で
 

國

內

k

於
て
一 

は

る

、

外

國

貨
 

然

し

た

/

Sj 

V
J

k

な
ら
な

S

の
で
あ
る
。
從
つ
て

爲

替

相

場

の
騰
貴

^

基
く
物
價
の
低
落

は
，生
產
费
の
輕
減
に 

基
く
物
價
の
低
落
の
や
ぅ
に
、輸
出
の

|
?進
を
來

3

な
い
。

斯
く
の
如
く
爲
替
相
場
が
騰
貴
し
た
結
果

v
j

し
て
、物
價
が
國
內

k

於
て
低
落
す
る
場
合

R 

は
、經
濟
界
を
不
況
に
陷

(£
:

し
ゐ
れ
、夫
れ
の
爲
め
多
く
の
失
業
者
並
に
失
職
者

5:
出
す
乙

^

^
 

な
る
。
而
か
も
此

M

影
響
は
、物
偾
の
低
落
率
が
大
な
れ
ば
大
な
る
程
甚
だ
し
く
、物
價
の
低
落 

率
は
页

^

爲
替
の
騰
貴
率
に
略
ぼ
此
例
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

1

國
の
通
貨
の
對
外
價
値
が 

可
成

A

低
落
し
て
ゐ
る
場
合

k

は
‘

解
禁
の
即
行
は
之
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
否
な
通 

貨
の
低
落
率
が
僅
少
で
あ
つ
て
も
、出
來
得
可
く
ん
ば

、
_
 

_の
解
禁
を
行
は
ざ
る
を
得
策
、，

j

す 

る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
孰
れ
の
國

k

於
て
名
、爲
替
相
場
が
輸
出
現
送
黙
ょ

3

も
著
し
く
低
落 

し
て
ゐ
る
際
ド
、突
然
金
輸
出
禁
止
の
解
除
を
行
ふ
が
如
さ
己

£

は
'無
い

0
I
我
が
國

k

於
て
も 

戰
後
此
即
时
舰
禁
斷
行
を
可

<£
す

る

か
の
如
さ
意
見
を
發
表
し
た
者
も
少
な
く
.な
か
つ
た
や 

ぅ
で
あ
る
が
、

_

論
斯
く
の
如
さ
意
見
は
採
用

^

れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
金
解
禁
の
第
一
方
法
た
る
即
時
解
禁

k

對
す
る
批
判
で
■ある
が
、然
ら
ば
第
二
の
方 

法

k

依

◊

て
解
禁
を
行
へ
ば
、即
ち
通
貨
の
對
外
價
値
が
輸
出
現
送
黙

R

接
近
し
た
る
場
合

R

第
二
十
四
卷

(

四
八
九〕
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解
禁
策
の
批
判
ミ
命
流
叱
の
對
饿
私
案 

第
四
號 
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命
解
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策
め
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策
私
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第
PT

號 

八

解
禁
を
行
へ

ば

、

如
何
な
る
結
果

?:
來
た
す
で
あ
ら
ぅ
か
。
此
方
法
は
第

J

の
如
く
、爲
替
相
場 

が
輸
出
現
送
點

V
J

相
當
の
開
さ
を
.存
し
て
ゐ
る
際
に
解
禁
す
る
の
で
は
無
く
し
て
、兩
者
の
開 

&

が
僅
少

V
J

な
っ
た
時

k
、解
禁
を
行
ふ
の
で
あ
る

.か

ら
、其

.の

影

響

が

第

一

の

方

法

の

影

響

程 

甚
だ
し
く
な
い
の
は
明
が
で
あ
る
。
而
か
も
相
當
，の打
擊
の
免
れ
.な
い
の
は
英
國
の
例
を
觀 

て

も

判

か

る

。、
同

國

は

千

九

百

ニ

十

丑

年

四

月

，一
一
十
八
日
^

解
禁
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、其
 

時

^

は
爲
替
相
場
は
未
だ
輸
出
現
送
點
^
達
し
で
居
ら
な
か
づ
た
の
で
あ
る
。

同
國
の

『

磅』 

の
爲
替
相
場
は
戰
時
中
並
に
戰
爭
直
後
に
於
て
人
爲
的
調
節

^

依

3
_て
吊

3

上
げ
ら
れ
て
ゐ 

た
の
で
あ
る

•か
、其
政
策
が
拋
棄

3

れ
て
ょ
ぅ
暴
落
し
、千
九
百
ニ
十
年
中
の
平
均
を
採
れ
ば

*
 

貨

『

卵』

に
對
し
て
三
割
三
分
の
低
落
率
を
呈
し
た
が
、其
の
後
漸
次
恢
復
し
、千
九
百
ニ
十
一
年 

は
ニ
割
六
分
四
厘
、千
九
百
ニ
十
ニ
年
は
九
分
九
厘

^

な
っ
た
。
尙
ほ
千
九
百
一
一
十
三
年
一

月 

ょ
々
金
解
禁
の
行
は
れ
た
千
九
瓦
二
十
五
年
四
月
ま
で
の
米
國
の

『

卵』

ド
對
す
る

『

磅』

の
低
落 

率
の
月
平
均
は
左
の
如
く
で
あ
る
。
{兹

R

『

3l
i』

k

對
す
る

『

磅』

の
低
落
率
ビ
稱
す
る
の
は
、

『

兆』 

R

對
す
る

『

磅』

.の
嚼
替
相
場

^

兩
者
間
の

.平
價
ど
の
差

^

外
な
ら
な
い
。
例
へ
ば

『

磅』

の
相
場 

が
四
弗
四
十
二
仙
四
一
で
あ
る
な
ら
ば
、平
價
は
四
典
八
十
六
仙
六
五
三
で
あ
る
か
ら
、

『

磅』

の

楷
搔
は

『

弧』

に
致
し
て
左
の
郯
く
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x
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P
4
4
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n

p
l

以
下
他
の
諸
國
の
通
貨
の
低
落
率
の
計
算
も
同
様
で 

英
國
爲
替
相
場

あ
る
o

.

1

九
ニII

一
年 

I

九
ニ
四
年 

一
九
二
五
年 

, 

，分 

分 

分 

1

月 

五
•
〇 

一
四
•
三
 

一
•
八

第
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案
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號

O

月 月 月 月 月 月 只

十
一
月 

十
二
月 

備
考

せ 本

ざ m  
るは

腿 國 — — 七 七 六 六 五 五 四 三 三

リ 際 み ニ 夬 ニ  i  i  i  ; 头石
總 聯 I 

て 盟  

同 の  

月 月

1 

H

6

1

三
•四 

一
一
•八 

1
1

•六 

一
二 
•七 

一
一
•四 

八
•ニ 

九
•
一
 

八
i
 

五
•六 

H
V六 

報
に
據
る
。
 

報

に
㈱

る
。

ほ

ニ 

6
一
•
九

■

7

五 

9

三

〇
•

〇
•

〇
•
ニ 

〇
•
四 

〇
•
五 

◦
 
•
四

〇
•
！

ニ

爲
替
相
揚
並
に
失
業
統
計
は
特
に
叨
記

平 厘 減  

價 の 少 右  

< £ 下 し 表  

の 落 な に  

開 を が 示  

さ 示 ら す  

は し 其 が  

僅 た の 如

\ I I I
つ る は の  

た が w 下 

も 夫 び 落  

(0 れ 落 率  

、 以 調 は  

尙 來 を 千  

ほ 漸 呈 九  

一 次 し 、 TTf 

分 昂 千 ニ  

五 騰 九 十  

厘 し 西 三  

の て ニ 年  

低 千 十 の  

落 九 四 三  

率 瓦 年 月
k

1

旦

三

分
六
厘
ま
で 

!
月
^
は
一
割
四
分

三 

ニ
十
五
年
の
四
月
に
は 

を
維
持
し
て
ゐ
た
。
尤

も
是
れ
は
乃
平
均
で
あ
つ
て
、金
解
禁
施
日
た
.る
四
月
ニ
十
八
日
直
前
の
一
週

ra
、w
.ち
四
月
ニ

日

ょ

-

CN 

二

十

七

日

ニ
十
一
H 

二
十
ニ
日 

ニ十
三

：：！

二
十
四
日

至
る
输
敎
向
紐
育
電
信
爲
替
は
左
の
如
く
で
ぁ
つ
た
。

ny 

n

四
*七
九
*
1
1七五 

四
*七
九
*
ハ
ニ
丑 

四
•七
九
"
ハ
ニ
五 

叫
•八
〇
•八
七
五

ニ
十
五
H 

二
十
六
日 

ニ
十
七
日

艰

71
1
1

四
•
八
ニ 

•五
〇
0

a
Ba
H

四
•
八
ニ
，
！
八
八

備考
本表
は

H
tr
g Statist, 

A
p
r
i
l

 25
, 

M
a
y

y

I
S
5

 

て
據
る

-

IL

の 右  

後 表

1

磅

R

付
四
卯
七
十
九
仙
三
七
五
で 

日

k

は
、四
卵
八
十
ニ
仙

1

A
八

k

な

し チ つ あ

1z

k

示
す
が
如
く
、ニ
十

一

日
の
相
場
は 

漱
騰
し
て
解
禁
日
の
前
日
の
ニ
十
七 

が
輸
出
現
送
織
は
一
磅

R
-付
四
弗
八
十
六
仙
六
五
三
で
あ
る
か
ら
、時
の
大
藏
大
臣 

ル
氏
が
、

_

會

^

於
て
解
禁
を
聲
明
し
た
前
日

^

は、『

磅』

の
相
場
は
尙
ほ
平
價
に
達 

な
か
つ
た
の
み
な
ら
ず
、輸
出
現
送
點
は
約
四
卵
八
十
五
仙
で
あ
る
か
ら
、輸
出
現
送
點 

達
し
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ

'6
。
斯
く
の
如
く
英
國
は
通
貨
の
對
外
的
價
値
が
輸
出
現
送 

R

餘
程
接
近
し
て
ゐ
た

V」

言
ふ
名
の

'

平
價
の
恢
復

^

向
つ
て
爲
替
が
漸
騰
し
つ
、
あ
つ

笫

ニ

十

四

卷

S

九
三〕

命
解
禁
策
の
批
判w

命
流
出
の
•'對
策
私
案 

笫
四
號 

一
一

iこ て ャ た つ

す 居

た 黙 ら ら チ 所 が %
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ニ
十
£
卷

(II

九四
：}

金
解
禁
液
の
批
判
^
金
渝
出
の
對
缏
私
案

際
^
於 

大
打
擊 

か
つ
た 

あ
る
。

爲 を て  

め 蒙 減  

に る 禁  

英 に し  

國 至 た  

の b の 

最 i z で 

氣 る あ  

が は 、 る 

如 蓋 か ' 

何 し ら  

程 當 解  

惡 然 禁  

化 の 後 ， 

し 7̂3 
7 2 果 於  

か で て  

は あ 爲  

左 つ 替  

表 た 膽  

の ° 貴 

失 金 の

方 く 侬 ふ

法 な る 解 次

三
月 

六

月
 

九

月

.
 

十
二
月

k

第
三
の

禁
の
影
響

解
禁
’即
ち

い
.

7
P
.

の

V」

R

依

C
N

て

英
國
失
職
者
數1

九
，
~

四
年 

一
、
ニ
ニ
四
、
四
一
四
.

■
1
、

一
六1

一、
ニ
七
八 

1

、
三
ニ
四
、
ニ
五
九 

1
、

三
四
八
、
八
八
五

方

法

^

依
る
解
禁
、即ち

1

九
ニ
五
年 

1
、

三
九
六
、
四
八
八 

一
、
五
ニ
六
、九
〇
九 

ー
、
5£
三
五
"
四
七
六 

一
、
三
五
一
、
三
三
三

爲
替
相
場
が
輸
出
現 

云
ふ

R

if
c

影
響
は
理

は

何
ぅ
で
あ
ら
ぅ
か

V
J

 

爲
替
相
揚
が
輸
出
現
送

i

i

k

擞
姬
し
た
る
際 

看
做
し
得
る
。
然
ら
ば
實
際

R

於
て
如
何
な 

解
禁
を
行
つ
た
國

v

し
て

は
、̂

を

丁
抹
並
に
諾
威

^

第
四
號 

一
ニ

爲
め

R
、英
國
經
濟
界
が

一 

解
禁
の
方
法
宜
敷
を
得
な 

職
者
數
を
觀
れ
ば
明
か
で

結 行 上 黙

果 ふ 〖こ..1C

%
如
率 

分

1

四
.一 

三1

•
四

一
六
6
 

〇
•
ニ

達

し

た
 

於

て

は
 

解
禁
の 

を
口
壬
し 

之

を

求

む て 影 第 る

る ゐ 響 ニ 後

の Iこる 程  

か 甚 方 於  

° n 法 て

此 し iこ 行

k
得

る

で

あ

ら

ぅ

。

先

づ

丁

抹

k

就

さ

て

觀

る

^

、米

貨

『

卯

』

^

對
す
る
同
國
の
通
貨

『

ク
ロ

1

ネ』

の
 

低
落
率
は
千
九
西
ニ
十
五
年
一
月
以
降
は
左
表
の
如
く
で
あ
つ

_
た
。

丁
抹
爲
替
相
場

九

五

年

九

年

分八•
〇

七月 

五•六

八

月 

ニ
•
六
九
月 ニ 

•四

十

月 

ニ•三

十

一

月
 

一•
ニ

 

±
5

〇 o 〇 o  —  —* . 
• • • • • •分
ハ 七 八 九 o — 』

分

. 

^

 

X 

一
月
五
◦
•
五
七
月
ニ
五
•
四
一
月

ニ

Ji
五
〇

•
五八月一五•

〇

ニ
月

三月四八

•
三
.

九
月

 

九

*
一

一

 

H

月

四

H

四
五
厶
ニ
十
月

 

九
•
〇.四
月

五月四ニ

•
五
：十

I

月 

七
A

五ヰ

六
月
四
〇
•

-:
十
二
月

 

七入六月

1

九二
七年
 ,分

1

月 

9

六

右
表
に
示
す
が
如
く
、千
九
百
ニ
十
五
年
の
初
.頭
に
於
て

は、
クロ

丨
ネ
は

『

如』

k

對
し
て
五 

割
の
低
落
率
を
示
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る

が
、其
の
後
漸
次
恢
復
し
て
¥
九
西
ニ
十
六
年
の
十
二 

月

^

は
僅
か

k

1

千
分
の
六
の
開
さ
を
有
す
义

U

過
ぎ
な
か

つ

た
。：此
差
は
大
約
現
送
费

R
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十
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四•

1

第
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四
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四
九
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金
解
歡
策
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：批
.鄉
ミ
金
流
出
の
對
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私
桊 

第
四
號
•

一
四

相
當
す
る
も
の
ど
看
做
し
得
る

か

ら
、ク
ロ
ー
ネ
は
同
月
輸
出
現
荽
戰
に
達
し
た

V
J

云
ふ
こ

VJ 

が
出
來
る
。
而
し
て
丁
抹
は
其
の
翌

A
W
ち
千
九
百
二
十
七
年
一
月
^
金
解
禁
を
行
つ
た
の 

で
あ
る
？
然
ら
ば
，其
の
'結
果
は
如
何

W

云
ふ
に
、其
の
爲
め

k

同
國
が
若
千
の
打
擊
を
蒙
つ
た 

の
は
、左
表
の
失
業
者
の
數
の
比
較

^

之
を
觀
る
こ

 

>

」

が
出
來

.る
。

丁
抹
失
業
者
數

一
九
二
六
年 

一
九
二
七
年 

1

月 

八
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0
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八
七
、
一
〇
〇

ニ
ガ
 

七
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、八
九
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八
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、
1
〇〇
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九 

三
月
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六
ニ
'ーー九四

 

七n
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九
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〇 

1

六•八
 

.四
月

 

四
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、五
一
六 

六
四
、
八
〇
〇 

.三
六
•四 

五
月 

四一
、

八
一
三 

五
W
:'、
ニ
〇
〇 

三
ニ 
•
〇 

六
月
 

四
三
、
六
八
九 

五
〇
、
七
〇
0 

.
 

ニ
ハ
こ 

七
月 

四
六
、
七
六
ニ 

四
七
、
五
〇

〇

7
六 

八

.月

：

四七、七ブ三

 

四
五
、
三
〇
〇 

X

五
*
|
1 

九
月

 

四
八
、
八
〇
〇 

四
四
、
五
〇
〇 

X

九
•
七 

十

月
 

五
〇
、〇
〇
〇 

四
六
、
七
〇

〇

X

七
*

十
一
月 

五
ニ
"
七
〇
〇 

五
九
、o
o
〇 

r
 

T

o

十1,1

月

七
0

、

I 

0
0

八三、四

0
0

I

九
6

た の  

° で 次

あ Iこ 
る 諾  

が '威 

同' k  

月 就  

以 含  

前 て  

の 觀  

十 る  

數 忙  

ヶ 同  

月 國  

間 は  

l c 千 

於 九  

け 百  

る ニ

爲 十  

替 八  

相 年  

場 の  

の 五

諾
威
爲
替
相
場

九
ニ

七年

九

八

年.

分

一
.
月
四
•
八

 

セ丹
 

二月

 

1

T九.八月
 

三
月
ニ

 

•八
九
.
月

 

四
月
|

亍

六

十

月

 

五

月

三

•
七

十

1

月

 

六
月
三
•
五十二月

■— •> • ~ で

• • 一•* 、•分
七 ハ . ニ 七

〇

七

五 四 三 ニ  

月 月 月 月

分
 〇•八

〇•七
0
•
五。

•
ニ

〇•一

低 月  

落 一  

率 日  

は 1C 
左 金  

の 解  

如 禁  

く を  

で 行

あ つ  

つ た

右
表
に
示
す
が
如
く
、諾
威
の
爲
替
相
場
は
千
九
'百
 

現
送
點

k

達
し
た
の
で
あ
る
が
、解
禁
は
上
述
の
如
く 

從
つ
て
經
濟
界
は
多
少
の
打
擊
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な

第

二

十

四

卷

c

四
九
七〕

金
解
禁
策
の
批
判 

命
流
出
の
對
策
私
案

二
十
八
年
の
三
月
化
大
體
^
於
て
輸
出 

ニ
ヶ
月
後
の
五
月

^

行
つ
た
の
で
あ
る

' 

か
つ
た
で
あ
ら
ぅ

V」

思
は
れ
る
の
で
あ

第g

號 

一
五



笫
ニ
十
四
卷

(

四九八
：}

る
が
事
實
は
必
ず
し

%

諾
威

月 月 月 月 月

ニ三四五六七八
月

 

九
月 

十

月
 

十
一
月 

十
.ニ
月
. 

備
考

金
解
禁
策
の
批
判W

命
流
出
の
對
策
私
案

そ
う
で
無

S
。

夫
れ
は
左
表
の 

失
業
者
數

」

ニ

九
ニ
七
年 

ニ
九
'1

七
一 

三
〇
、八
三
七 

ニ

九

、
..

一 

一
二 

ニ
七
"四
〇
六 

二
三
、
八
*一
 

1 

1

九
、
八
五
四 

1

五
、
九
九
六 

I

五
、
七
ニ
■七 

一
八
、
九

一

五 

ニ
一
、
九
芄
セ 

ニ
五
、
ニ
四
五 

二
八
、
五
三
ニ

1

九
ニ
八
年 

二
八
、ollj 1 

ニ
八
、
ニ
九
〇 

二
六
、
六
九
ニ 

ニ
四
、
七1

九 

1

九
、八
七一 

1

六
、
七
四
七 

一
五
、
三
六
五 

1

五
、
八I

七 

1
七
、
八
五
九 

I
I
C
T

四
六
四

ニ
三
、
〇
三
三 

ニ
四
、
ニ
ニ
三

笫四號
 

I

六

失
業
者
數
を
觀
れ
ば
譯
る
の
で
あ
る

あ 本

表の失業者數は努働組合茛中の失業者數並に登錄失粱巷数の合計で

る

右
考

k

現
は
れ
て
ゐ
る
が
如
く
、諾
威
の
失
業
者
は
金
解
禁
後

R

於
て
、

*

禁
前
よ
々
も
却
っ 

て

減

少

し

、てQ

る
。
然
ち
ば
諾
烕
ば
爲

#

相
場
•か輸
出
現
送
饊

k

達
し
た
る
後
、僅々
一
一
ヶ

m 

間

^

金

»1
禁
を
斷
行
せ
る

^

も
拘
ら

‘ず
、何
故
纶
何
等
.の打
擊
を
蒙
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ん 

否
な
寧
ろ
.失
業
者
が
金
解
禁
後
却
っ
て
減
少
せ
る
の
觀
を
呈
し
て
ゐ
る
の
は
何
故
で
あ
る
ふ 

同
國
の
通
貨

『
.

ク
ロ
ー
ネ

』

は
戰
爭
直
麵

^

於
て
下
落
し
、米
貨

『

卵』

^

對
す
る
平
價

5:
一
 

〇
〇
ド
 

す
れ
ば
、千
九
百
ニ
十
四
年

^

は、年
平
均

?:
取
れ

.ば
、一
九
ニ
.ニ
ま
で
も
暴
落
し
た
乙
ど
も
あ
る 

が
其
の
後
漸
次
恢
復
し
，前
表

妃

示
し
た
る
が
如

く

、

チ
九
百
二
十
七
年
の

 

一

よ

- i
こ

9

一
 

〇
五
ま
で
騰
貴
し
た
の
み
な
ら
ず
，夫
れ
以
双
尙
ほ
騰
貴
.の趨
勢
を
持
續
し
、同
年
九
月

^

は
'

〇

一

•六
の
相
揚
を
現
出
し
、十
二
月
に
は

一

〇
.
9
七
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て

»

禁
は
夫
れ
よ
ぅ 

五
ヶ
月
後
、即
ち
千
九
百
.二十
八
年
の
五
月
實
行
^
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、輸
出
現
送
®
^
達
し 

た

る

後

、僅
か
一
一
ヶ
月
以
內
}(
:

金
解
禁
が
行
は
れ
た
ご
沄
ふ
も
の
、、事
實
上

k

於
て
は
、十數
ヶ 

乃
前
よ

A

爲
替
相
場
が
輸
出
現
送
敷
近

く

 

k

安

定
し
て
居

. P

た
も
の
ビ
看
做
し
得
る
の
で
あ 

る
。
夬
れ
故
^
爲
替
相
揚
が
千
九
百
ニ
十
四
年
の
暴
落
期
よ
彡
千
九
瓦
ニ
十
七
年
の
安
定
彻 

化
至
る
迄

©

恢
復
期
に
於
て
は
失
槳
者
の
增
加
を
見
た
の

.

で
あ
る
が
、金
解
禁
が
十
數
ヶ
月
間

第U

十

四

怨

S

九
九〕

众
解
禁
策
の
批
判
さ
金
沭
^

の
對
策
私
案
：
 

第

四

號

一

七



笫

ニ

十

四

卷

C

五
0

〇〕

金
解
禁
策
の
批
判W

金
流
出
の
對
策
私
案 

笫
四
號 

一
八

の
安
定
後
に
行
は
れ
た
爲
め

R
、失
業
者
は 

の
で
あ
ら
ぅ

.

思̂
は
れ
る
。

.

最
後
^
爲
替
相
場
が
輸
出
現
送
點
若
し 

安
定
し
た

_

R
於
て
初
め
て
金
解
禁
を
行

落 四 Z  

率 月 ど  

は 一* 'か 

左 日 出  

の れ 來  

如 解 る

七 六 五 四 三 ニ  

月 月 月 月 月 月

で
あ
ら
ぅ
。
此 

禁

?:
實
行
し
た 

く
で
あ

P

た
。
 

瑞
典
爲
替
相

一九二
 
ニ年
 分七•〇

 ニ 
•〇
 三

6
I
T
0

四
•
〇 

四
•
〇

三
6

の の  

で 中  

あ 先  

る づ

+n

解
禁
後
^
於
て
却
つ
て
解
禁
前
ょ
々
も
減
少
し
た

V.

く

は
平
價
を
恢
復
し
た
後

«

當
長

3
期
間
相
場
，か
 

つ
た
國
の
例

S

し
て
は

^

典
並

^

和
蘭
を
擧
げ
る 

瑞
典

k

就
さ
て

«

る

S

國
は
千
九
百
二
十
四
年 

が
、千
九
百
ニ
十
二
年

一

月
以
降
の
爲
替
相
場
の
低

九
ニ
三
年 

分 
0
.
0

〇
•
七

〇
，
七

〇
•
五 

〇
-
五 

o
•
九

I 

6

九
ニ
四
年 

分
ニ 
•
三 

ニ 
•
三 

1

•
九 

1
•
五 

1

.一
 ◦

 
•九 

o
•
七

然 七 從 く 解 其 た

八

月

/

 

. 

r

T

o

G•六 

o

•七

.

九

月
 

7
0 

〇
•
九 

o
•
七 

十

刃

7
〇 

一

•
五 

◦
•
七

十I

月 

0

6 

i 

•九 

九九•九

 

.

十二月
 

九九

6
. 

1

•七 

九九.四

右
表

^

示
す
が
如
く
、瑞
典
の
爲
替
相
場
は
千
九
瓦
ニ
十
ニ
年
の
十
ー
月
^
平
價
を
恢
復
し 

の
で
あ
つ
て

^

十
ニ
月

^

は
页

^

平
價
以
上
に
な
ぅ
、翌
年
一
月
^
は
又
平
價
ど
な
つ
た
が
、
 

の
後
同
年
九
月
ま
で
に
於
け
る
平
價

<£
の
開
さ
は
至
極
僅
少
で
あ
つ
た
。
夫
れ
以
來
は
金 

禁
月
で
.あ
る
千
九
百
ニ
十
四
年
泅
月

^
;至
る
六
ヶ

月

間
.ド
於
て
、爲
替
の
低
落
は
稍
々
著
し 

な
つ
た
が
、而
か
も
其
開

&

が
、月
平
均
を
取
れ
ば
、千
分
の
ニ
十
三
を
超
ゑ
た

Z
ヾ

」

が
無
い
。

つ
て
瑞
典
の

.爲
替
相
場
は
千
九
百
ニ
十
一
一
年
十

I

月
以
來
千
九
瓦
ニ
十
四
年
三
：

;0
ま.で
十 

ヶ
月
間
略
ぼ
平
偾
を
維
持
し
た
後

^

於
て
解
禁
が
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る

V」

看
做
し
得
る
。
 

ら
ば
其
金
解
禁
の
影
響
は
何
ぅ
で
あ

.つ
た
か
。
左
表
は
千
九
西
二

.

.十一

.

n

一
一
、
四

の

三

ヶ

年

間
 

於
け
る
失
業
者
の
數
で
あ
る
。

瑞
典
失
業
者
數

第
.ニ

十

四

卷

£

o

一)

金
解
禁
策
の
批
判w

金
流
■出
の
對
笟
私
案 

第
柯
號 

一

九



弟

ユ

十

馨

5

0 ニ)

命
.解
.禁
策
の
批
判v

余
流
：出
の
翁
策
私
案 

奮

跋 

ニ
〇

t
汍

！
.ニ
一
苹

 

一
丸
ニ
三
年 

一
.九
ニ
四
苹 

四
五
、八
七
九
. 

ニ
五
、六
七
八 

ニ
八
、
一
三
三 

ニ
七
、五
四
七 

一
二
、九
o
三 

一
四
、0
三
三 

.ニ
O

J

O九
-

.

.
一
〇
、
七
五
.！

一.

‘
..
一
 

三
、九
一
一
.
.

1:1

七
、七

八

四

.1

八
、
五
三
！

II 

.

.

.

三
！，一、

六
•五
0 

.

.

.

冶
表
紀
示
す
が
如
く
、♦
解
禁
後
纪
於
け
る
失
業
者
め
数

は
、

即
ち
.千
九
西
ニ
十
四
年
後
半
期 

R

於
け

る

失
業
者

.

の
數
は
、解

.禁
直
前
、即
ち
千
九
百
一
一
十
三
年

•の
後
半
期
^
於
け
る
失
業
者
の 

:

數

分

多

.かつ
た

o

而
か
 

'名

解
禁
後
の
其
失
業
者
數

は
、千
九
苜
二
十
一
一
年
中
の
失
業 

者
，の
擻
丄
々

■%

槪
し
て
尠
な
：か

.
つ
た
の
で
あ

：

る
o

.從
つ
て
瑞
典
は
金
解
禁
の
爲
め
に
打
擊
を 

蒙
つ
た
の
で
あ
る

.
•か
、其
打
擊
は

.此
較
的

.輕
微
の
も
の
で
：あつ
た
ヾ

」

看
做
し
得
る
。
而
か
も
約 

ー
ヶ
年
半

^

亘
.
6.
て
爲
，替
相
揚
を

'

略
ぼ
.平
價

-R
安
定
し
た
後

k

於
て
金
解
禁
を
.行
り

た

k
拘 

ら
ず
、比
較
的
輕
微
ど
は
云

a

.

な
が
ら
、尙
ほ
若
干
の
.惡
澎
響
を
生
じ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
 

他
ふ

R

、爲
替
相
場
が
十
七
ヶ
月
間
略
ミ
平
價
を
維

# .

し
；た

/

、

j

云
ふ
も
の
ぐ
、嚴
密
の
意
義
に
於 

て
は
、爲
替
が
牟
慎
若
し
く
は
輸
出
現
送
黙
を
維
持
し
た
の
は
、千
九
瓦
ニ
十
二
年
の
十
一
月
ょ 

う
翌
苹
の
八
，月
迄
で

あ

つ
.

て、
九
月

^

は
千
分
の
九
、十
：月

R

は
ヰ
分
の
十

31
、十

一
月
に
は
千
分

三
乃 

六
月

.

.九」
,

:'
十
ニ
=
;
.丨
.

際
R

金
解
禁

？: 

次
に
和
蘭
は
养 

が
、千
九
百
二
十

の
十
九
，十
二
月

k

は
千
分
の
十
七
，翌
千
九
百
ニ
十
四
年
の
'一

 

月

R

ば
千
分
の

-

十

^「

E

R
ニ
 

月
に
も
同
じ
く
千
分
の
ニ
十
三
、次

R

三
月

R

は
千
分
の
十
九
の
低
落
率
を
呈
し
て
ゐ
た
の
で 

あ
つ
て
、

*

禁
を
一
日

^

行
つ
た
四
月
中

^

於
て

3

へ、尙
ほ
千
分
の
十
五
の
低
落
を
示
し
て
ゐ 

た
の
で
あ
る
位
.であ
る
か

ら

、四
月

.
一
日

^

解
禁
を
行
ふ
の
は
無
理
で
あ
つ
た
も
の
^
见
は
れ

る
。
此
一
事
は
爲
替
相
揚
が
幾
分

^

て
も
輸
出
現
送
黙
：以
下
に
な
つ
て
ぬ
る

: 

.

.

. 

.

.: 

. 

.. 

:

. 

-

货
行
す
る
の
が
如
何

^

危
險
で
あ
る
か

?:
®

明
す
る
も
の

S

看
做
し
得
る
。
 

li
ど
同
じ
く
千
九
宵
ニ
十
五
年
四
月
ニ
十
八
日
^
解
禁
を
行
つ
た
の
で
あ
る 

三
年

一

月
ょ

A

解
禁
ま
で
の
爲
替
低
落
率
は
左
の
如
く
で
あ
つ
た
。

和
蘭
爲
替
相
場

1
九
5
||年

一

九

二

四

年 

一
九
！

I

五
年 

, 

分 

分 

分 

一
月 

二
•〇 

七
•六 

.九九
i

ニ

月

7
七 

セ
♦四 

〇
，
一

三

月
 

r

•
八 

八
'
i

. 

9七

四

月 

一I

ハ 

八
二

O

-L
ハ

五
月
 

子
七 

七
i
 

0

6

第
二
十
S
 

(

五〇
1

1
0

窮
禁
策
の
批
判W

命
流
出
の
對
荽
案 

篤

號

ニ



第
二
十
四
卷

(

五G

四)

金解禁策

.
の.掀判

«

金
流
出
の
敎
策
私
案
 

第
四
號 

ニ
ニ 

六

月
 

〒
芄 

七
，̂

〇
•
一

七

H

ニ
..
:
.
五 

八

月 

ニ
*-
ー'
.

九

月 

ニ 
•
三 

十

月 

〒

七
 

十

一

月

.
五

•
七 

十

二

月
 

五

•
七

右
表
に
示
，す
が
如
く
、和
藤
の
爲 

恢
復

し
ぜ
ハ
の
後
翌
年
の

四

月

ま

で 

解
禁

を

行
.つ
た
の
で
あ

る
。

然
ら 

く
は
平
價

(

或
る
場
合
^
は
平
價
以 

k

對

し

て

如
何
な
る
影
響

? :
-

與
へ 

あ
る
。

和
蘭
失
業
者
數

丑

； 

〇
•
•

三
*
六 

九

九

•
九 

S

•
五
. 

0

6
 

子

八 

九

九

•
九 

〇

•
四
 

九

九

•
九

九

九
上
！
！

 

0

6

.

替
相
場
は
千
九
百
二
十
四
年
の
十
一
月
^
輸
出
現
送 

六
ヶ
月
間
相
場
が
現
送
熙
以
上
を
維
持
し
た
る
後

 ̂

ば
爲
替
相
場
が
斯
く
の
如
く
半
ヶ
年
間
輸
出
現
送
黙 

上)

を
維
持
し
た
.：
る
後
に
於
け
る
金
輸
解
禁
は
和
蘭
の 

た
か
。
左
表
は
解
禁
前
後
に
於
け
る
同
國
の
失
業
者

黙
を 

於
て 

若
し

經
濟 

數
で

一
九
ニ
三
¥
 

四
ニ
、四1

七一

一
九
二
四
年 

ー
九
土
五
年 

ニ
九
、
三
ニ 
o

~
五
、七
！
八

六
月 

ニ
七
、四
◦
九 

一

五
、
八
四
三 

：

1
八
、
ニ
四
1

1

1
'

九

月
 

三
一一、

七
0
九 

二 

ニ
、
七1

六

：
 

ニ1
、
1

八
ニ 

十

二

月
. 

四
四
*

八
五 

三
四
、
九
1
〇 

四
四
、
六
六
0

右
表
の
示
す
所

^

依
れ
ば
、解
禁
の
前

.
年
、即
ち
千
九
百
ニ
十
四
年
中
の
失
業
者
數
は
其
の
前 

年
ょ
ぅ
も
尠
な

<

、J L

っ
解
禁
後

^

於
け
る
失
業
者
數
は
千
九
百
ー
ー
十
四
年
中

e

大
差
は
無
い

- 

霞
し
果
し
て
然

A

 

W

す
れ

ば
、お

蘭
の
經
濟
は
解
禁
前

k

於
て
旣

K
安
定
し
て
居
っ
た
の
で
あ 

っ

て
、尙
ほ
其
の
上

^
、爲
替
相
場
が
六
ヶ
月
間
略
ぼ
平
價
を
維
持
し
た
る
後

^.

於
て
解
禁
を
行 

っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、tr

擊
が
非
常
に
尠
な
か
っ
た
か
、或
は
殆
ん
ざ
全
く
無
か
っ
た
ヾ

」

云
ひ
得 

る
の
で
あ
る

9

之
を
要
す

る
に
、

、

*

貨
の
對
外
的
.價
値
が
低
落
し
て

ゐ

る

國

が
舊
平
價
を
以
て
解
禁
を
行
へ 

ば
、原
則

^

し
て
不
景
氣
の
襲
來
を
覺
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

.S
。

唯
和
蘭
の
如
く

一

旦
低
下 

し
た
爲
替
が
徐
々

^

輸
出
现
送
點
若
し
く
は
平
價
を
恢
復
し
た
る
後
^
於
て
尙
ほ
半
歲
も
相 

場
が
安
定
し
て
か
ら
，解
禁

t

行
へ
ば

®

平
價
解
禁

k

普
通

#

ふ
打
擊
を
避
く
る
乙

V」

が
出
來 

る
の
で
あ
る
。
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第
！一

十

四

卷
S

2
C

金
解
禁
黹
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批
判w

金
流
出
の
對
策
私
案 

第
四
號 

ニ
四

飜
つ

て

我

が

國
は
金
解

^

を

行

ふ

^
當
つ

て
如
何
な
る
方
法
を

0
ん
、たか
ぐ
し
云
ふ

R

«
用

.れだ
手
段
は
或
は
最
も
拙
劣
な

%

の
で
あ
つ
た
。
 

r

年
以
來
の
低
落
率
は

.

左
の
如
く
で
あ
る

。

'

年

平

均

低

落

率 

年
 

: 

分

大
正
十
尔 

1
7
四
：

.

大
：正
十
四
年

米
價

.

『

卯』

に
對
す
る
我
が

『

圓』

の
大
正

大
ni
T
* 一
 
年 

大
；止
十
ニ
年 

.大
]!
-
:
十
三
每

四

•
三

ニ 
•
六

 ニ
ー
 

6

火
正
十
五
年 

昭

和
一一
年
、 

.
昭

和

三

年

平
均
低
落
率 

分

J

 
ニ 
•
五 

五
•
八 

五M

四 る

右

表

.に

明

か

な

る

*

く
、大

正

十
年
ょ
ぅ
十
一
一
年
^

至
る

H

ヶ
年
間

^

於
け
る

『

那』

{C
對
す 

『

圆』

の
低
落
は
，左
程
で
は
.な
か
つ
た
が
、十
三
年

^

は
一
躍
二
割

1

分
の
低
落
率
を
示

し
、十 

年

^

は
页
^
ー
 

一，
®

1

分
五
厘
の
平
均
低
落
率

3:
-
呈
じ

.た
の
で
あ
る
。

i然
し
其
の
後

『

圓』

は
 

著
し
く
恢
復
し、大

IE
-
十

五

年

に

は

低

落

'率

は

平
均
五
分
八
厘
、發
昭
和
ニ
年
に
は
五
分

1

厘
に 

な
つ
た

が
、
昭
和
三
年
に
は
逆
戾
ぅ
し
て
七
分
四
厘

^

な
つ
た
。
從
つ
て
昭
和
三
年
中
若
し
く 

は
昭
和
四
年
の
初
頭
ド
於

.
て
は
金
解
禁
の
時
機
に
達
し
て
居
ら
な

.か
つ
た
の
で
あ
る
。
否
な 

『

圓』

は
昭
和
四
年
の
前
半
期
中
^
左
表
に
示
す
•か如
く
更
に
一
，層
低
落
し
允
の
で
あ
る
。

H
 

*-平
均
低
落
串 

.

月 

平
均
低
落
率
：

• 

分 

分
 

I

月 

九•五
 

四.列
 

ニ 

•七

ニ
月
 

一〇•三

 

五
.月
 

ー
7
六

.

三
月
 

一

ニ•〇
 

六
月
 

一三•六

斯
く
の
如
く
、昭
和
四
年
の
前
半

^

於
け
る
我
が
國
の
通
貨
の
對
米
價
値
は
、多
少
途
中
に
逆 

M

6
は

あ

つ

た

が

^

し
て 

ー
^

ょ
ぅ
漸
路
の
趨
春
を
持
續

し
、力
月
に
は

*

R

一
 

割
三
分
强
の 

開
さ
を
里
す
る

^

至
つ
た
の
で
あ
る
？
尤
も
三
月
中
の
開
さ
が
一
割
二
分
で
あ
ぅ
、四
五
兩
月 

中
の
開
さ
が
一
割

I

分
六
セ
厘
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、六
月
の

I.:

割
三
分
六
厘
は
之
を
一 

時
的
現
象

V」

看
做
し
ニ
割
ニ
分
內
外
を
以
て
昭
和
四
年
の
前
半
期
^
於
け
る
低
落
率
の
標
準 

ど
す
る
こ

€

が
出
來
る
か
も
知
れ
無
い
。
苦
し
果
し
て
然
ぅ

V
J

す
れ
ば
、

@

さ
期
間
內

k

金
解 

禁
を
行
ふ
に
は
、不
贵
氣
の
襲
來
を
豫
防
す

.る
爲
め
^
、平
價
を
切
下
げ
て
兌
換
を
開
始
す
る
必 

要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
之

k

反
し
て
飽
く
ま
で
舊
平
價

R

て
解
禁

?:
行
ふ

V
J

す
れ
ば

『

圓』

 

の
爲
替
相
揚
が
我
が

.國
民
經
濟
の
赏
力
を
以
て
自
然

0

且
つ
漸
次

k

•平
.

價

k

接
近
.し

®

R

輸 

出
現
送
黙

R

達
し
た
る
後
、ぬ
ほ
少
な
く

 

V
J

も

五
' 六
ヶ
月
乃
至

1

ヶ
年
位
現
送
黙
若
し
く
は
夫 

れ
以
上

^

安
定
せ
し
め
た
る
上
に
て
、解
禁
を
斷
行
す
可

&

で
あ
つ
れ
。

铅
ー
.
1十

四

卷

(

五
〇
七〕

命
解
禁
策
の
批
判
ミ
金
'流
.出

の

對

策

私

衆
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四
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策
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金
：流
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對
锒
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菌

號
 

ニ
六

然
る

k

‘
K
際
政
府
が
採
用
し
た
金
解
禁
の
：方
法
は
何
ぅ
で
あ
つ
た
か
。
政
®
は
七
月
上
旬 

新
內
閣
組
織
後
直
ち

^

近
会
將
來
化
於
て
解
禁

?:
行
ふ

Z 

^
を
聲
明
し
た
爲
め

R

『

圆』

の
相 

揚
は
急
激
に
騰
貴
し
、平
價

^

接
近
す
る

^

至
つ
た

.0
前
述
の
如
く
米
價

R

對
す
る

『

_』

の
低 

落
^

は
六
月

^

は

I

割
三
分
六
厘

^

達
し
た
の
で

.あ
る
が
、セ
月
に
は
俄
然
九
分
四
厘
に
下
办
、
 

八
月
に
は
六
分
八
厘
、九

;i
l

R
は
五
分
四
厘
、ナ
月
に
は
四
分
四

M
、十

一

月
に
は
页

^

ニ
分
三
厘 

R

減
じ
た
の
：であ
る
。
斯
く
の
如
く

k
、七
月
以
降

『

圓』

が
著
し
く
騰
貴
し
た
の
は
バ
二
例
年
の 

如
く
下
半
期

^

於
け
る
率
節
的
の
輸
出
超
過
に
基
く
爲
替
の
强
調
、

(

ニ)

支
那

R

於
け
る
排
日
の 

緩
和
、(

三)

米
國

k

於
け
る
好
景
氣

k

®
 く
生
糸
の
輸
出
增
加
等
以
外

R

sf
k

濱
ロ
內
閣
が
近
き 

將
來
に
於
て
舊
平
價

R

て
解
禁
を
行
ふ

乙
V」

を
宣
言
し
た
結
朵

v
j

し
て
、(

四)
『

圓』

の
恐
惑
買
が 

行
は
れ
、

(

五)

外
資
が
輸
入

3
れ
、(

六)

貨
物
の
輸
入
が
及
送
ら
れ
、

(

七)

輸
出
が
繰
上
げ
.ら
れ
た
る
己
ど 

等
の
事
情

^

起
因
し
て
ゐ
る

v
j

看
做
し
得
る
で
あ
ら
ぅ
。
此
等
の
原
因
中
、ニ

)

ょ

6(

三)

ま
で
.の
 

原
因

^

依
る
騰
貴
は
、我
が
國
ょ
み
觀
れ
ば
、自
然
的
の
も
の
で
あ
る
が
、他
の

(

5)

乃
至

(

七)

の
原
因 

R

依
る

『

_』

の
騰
貴
は
人
爲
的

^

齎
ら

3

れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、不
自
然
で
あ
る
。

一
國
の
通 

貨
の
對
外
價
値
が
低
落
し
て
ゐ
る
際

R
、政
府
が

近

々
舊
平
價

k

て
金
解
禁
を
實
行
す
る

乙

ビ

を
發
表
す
，れ

.ば
，外
國
人
が
尙
ほ
未
だ
低
落
し
て
ゐ
る
相
場
を
以
て
其

H

の

.
0
行
に
其
國
の
通 

貨
に
て
預
金
し
置
さ
、解
禁
が
行
は
れ
れ
る
曉

R

爲
替
相
場
が
平
價
を
恢
復
す
る
か
，若
し
く
は 

少
な
く
ビ
も
輸
出
現
送

.黙
に
達
し
た

.る
際
に
預
金
を

31
出
し

«

入
の
際
に
於
，け
る
爲
替
相
場 

v
j

平
價
若
し
く
は
輸
出
現
送
酣
：：ど
の
間

.の
開
き
を
利
得
せ
ん

v
j

す
る
乙

V」

あ
る
可
き
は
當
然 

で
あ
る
。
而
か
も
爲
替
の
思
惑
が
行
ば
る
れ
ば
其
國
の
賀
易
外
の
受
取
勘
定
が
多
く
な
夂
夂 

國
の
通
貨
の
對
外
價
値
が
昂
騰
す
る
の
は

_

然
の
勢
で
あ
る
。
又
斯
く
の
如
さ
場
合

R

はぜハ
 

國
の
鈒
行
及
び
他
の
金
融
業
者
も
遊
金
を
外
國

R-
放
資
す
る
一
手
段
ど
し
て
、爲
替

R

て
送

^
 

せ
ず
、

*

つ
て
外
國

R

て
資
金
の
借
入
れ
を
行

ひ

、

之
を
有
刺

k

投

鹜

し

置

く

か

^

は

爲

替

資

金 

v
j

し
て
利
用
し
、金
解
禁

.後

k

爲
替
若
し
く
は
正
貨
の
：現

.送

R

依

6

て
資
金

?:
外
國

k

送
ぅ
、之
 

を
以
て
借
入
金

?:
偾
還
し
，同
じ
く
爲
替
相
場
の
開
さ
を
利
せ
ん
マ

」

す
る
こ

V」

の
あ
る
可
き

5: 

豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
是
れ
も
亦
少
な
く
マ

」

も
消
極
的

^

賀

易

外

.の

受

取

勘 

定
を
增
加
す
る
乙

V

J

Rな

A
0
替

相

場

?:
上

騰

せ

し

む

る

乙

ど

^

な
る

。
'

更
に
又
斯
く
の
如
く
镩
替
相
揚
の
騰
貴
が

m

期

3

れ
て
ゐ
る
際
ヒ
外
國
貨
物
を
急
い
で
輸 

入
す
る
の
は
不
利
益
で
あ
る

か

ら
、輸
久
が
減
退
す
る
と

V

J

Rな
る
。
之
^
反
し
て
輸
出
は
成

第
二
十
四
卷C

五
〇
九〕

•金
解
禁
策
の
.批
判W.

金
流
出
の
對
策
私
案 

第
四
號 

ニ
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五
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金

解

鷄

策

の.批

判

ミ

命

流.出
：
の

對

策

私

黎

 

热

呀

歡

ニ

し

る

可

く

早S

方
が
利
益
で
.ぁ

る

か

ら

貨
物
の
輸
出
が
比
較
的
多
ぐ
な
る

9

而
か
も
輸
入
が
或 

少
し
、輸
出
が
增
進
す
れ
ぼ
、賀
爲
に
基
く
支
柳
勘
定
が
收
縮
し
、且
っ
一
方

k

於
て
は
受
取
勘

:̂ 

グ
膨
脹
す
る
か

&.
爲
替
相
揚
が
夫
れ
.が

爲

め

^

歸
騰
す
る
の
傾
向
を
有
す
可

さ
は

由

明
の

m 

で
あ
る
。

 

丨
ベ

：

I

右
の
如
き
事
情
の

.
下

^

於
て
、我
が

『

圓』
-

の

對

外

：的

價

値

.が

®

騰
し
た
の
で
あ
る
。

從
っ
て 

假

-

k

『

圆』

の
.爲
眷
相
場
が
輸
出

_

送

»

^
達
す
：るが

.如

.さ

i
,あ
.る
ど
し

.て
も
、直
ち

k

金
.解 

禁
を
行
は
ず
し
て
、暫
時
其
の
成
行
を
觀
察
す
可
さ
で
あ
る
。：
何
故

^

『

圓』

の
相
場
が
輸
出
現 

送

M

R
達
し
た
る
後
直
ち

k

金
解
禁
を
行
っ
て
は
な

.ら
ぬ
か

V」

言
ふ
に
、斯
樣
の
手
段
を
採

\ 

ば
、正
貨
が

.流
出
す
る

.の
虡
れ

.が

.あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
、右
の
様
な
事
淸
の
下

k 

j
て、可
 

故

^

芷
貨
が
流
出
す
る
か

S

言
ふ

R
、先
づ
第

 

一
k

我
が

_

の
銀
行

R

於
け
る
外
國
筋
の
预
金 

が
引
出

.

.
れ̂
本
國

R

送
金

^

れ
.る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
此
の
際
爲
替
鈒
行
の
爲
替
資
金
が
豐 

富
で
あ
々
且
っ
爲
替
相
場
を
ば
送
金
考

k

取

P

て
有
利
な
る
率

^

定
む
れ

ば

« 1
ち

疋

貨

の

輸
 

出
現
送

»

以
上
に
定
む
れ
ば
、疋
貨
の
流
出
は

/豫
防

3

れ
る
。

然
し
な

が
ら

、
•
し
爲
替

銀
，
了の
 

定

^

る
相
場
が
現
送
點
よ
々
も
低
率
で
あ
る
な
ら
ば

/>
な
く
ヾ

」
も
送

金
者
が
輸
出
現
装

«

ヾ

」

看
做
し
て
ゐ
：る
相
場
ょ
办
も
低
さ
率
パ
て
爲
替
を
賣
る

M

J

R定
.
tr
れ

ば、
海
外
琴
金
は
爲
替

R
 

依
る
ょ
ぅ
も
正
貴
现
送
の
.方
が
有
利

^

な
る
か
ら
、茲

^

正
貨
が
國
外
纪
流
出
す
る

H

J

kな
る

* 

是
れ
は
昭
和
五
年

一

月
十

一

日
の
金
解
禁
後
化
實
際
に
起
っ
た
事
實
で
あ
る
。
尤
も
外
國
筋 

の
預
金
引
出

^

站
く
疋
貨
の
流
出
は
、解
禁
後
鄉
戾
を
受
く
る
自
的
を
以
て
態
々
预
け
ら
れ
し 

も
の
が
本
國
に
歸
送

3
.れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、之

k

依

6

て
我
國
が
莫
大
な
る
正
貨

?:
失
ふ
も 

の
で
名
る

ビ

思
ふ
：ては
な
ら
な
い
。
何
故
ど
次

.れ

.ぱ
、此
正
貨
は
元
々
其
の
性
質
上
我
が
國
保 

有

.の
正
貨

w

看
做
す
可
念
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し

『

圆』

が
安
か
っ
た
ど
さ

k 
.外
 

資
が
日
本
に
輸
入

さ

れ
、『

圓』

が
高
く
な
っ
た
後

k
、囘
收
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、我
が
國
が
其 

相
場
の
變
動
率
紀
相
當
す
る
損
失
を
負
檐
す

.
る

や
ぅ

^

な
.った
之
ビ
は
見
逃
し
て
は
な
ら

^
 

假

6
R

此
爲
替

の

思

惑

k

利
用
せ

ら
れ
た

外
資
が
二
億
圓

k

土
ぅ
、我
が

國

R
.輸

A

r
uれ
た
る 

時
の

『

圆』

の
'相
場

VJ、

囘
'收

さ

れ

U

る

時
の

.相

®

マ

J..

の
間
で
、平
均
一
：割
の
開
さ
，が

あ
っ
た

V」

す 

れ
ば

®

が

國
は
一
千

萬
圆
の
損
失
を

蒙
っ
た

ミ

w

k
な

^

。

.

.

然
し
な
が
ら
金
懈
禁
後

k

於
け
る

『

自』

思
惑
資
金
の
囘
收
に
依

6

て
我
が
國
民
«
濟
の
受 

く
る

打

擊
は
职

k

爲
替

相
場
の
開

§

^

相
當
す

.る

1£
貨

?:
喪
失
す
る
丈
け
で
は
無
い
こ
、/

」

?:

嘮

ニ

十

四

卷

(

沉1
1
ヤ

為
解
禁
策
の
批
判
せ
命
.淌
出
の
.對
策
私
案 

第四
雜

ニ九



第
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S
M

D

金解i

策の肌判

W

金？i

出の鉢策私象

 

务四艦
 

ー5-

記
憶
せ
ね
ば
な
ら

2
°

何
故

ビ

な
れ
ば
、正

' 

貨
の
流
出
は
夫
れ
丈
け
金
融
の
違
迫
を
齎
ら
し
、景
 

氣
の
好
轉
を
妨
げ
破
產
者
を
增
加
し
、失
職
者
を
輩
出
せ
し
む
る

^

至
る
か
ら
で
あ
る
。

次
^

鈒
行
並

^

他
の
事
業
家
も
金
解
禁
前

^ -

外
國
^
於
て
借
入
れ
た
る
資
金
の
全
部
又
は 

1

部
分
を
ば
解
禁
後
返
濟
す
る
爲
め
に
、海
外

{ ^

送
金
す
る

z
€
i c

S
る
。
又

*

業
會

l h

、殊

k

 

電
カ
會
社
等
の
中

^

て
數
年
前
に
海
外
に
て
華
集
し
た
社
偾
の

一

部
分
を
解
禁
後
^
偾
却
す 

るヾ

」

す
れ
ぼ
、是
れ
も
正
貨
流
出
の
趨
勢
を
助
長
す
る
乙
ど

^

な
气

パ
通
貨
の
對
外
的
價
値
を
し
て
人
爲
的

k

輸
出
現
送
黯
を
恢
復
せ
し
め
た
後
に
解
禁

し

て

3
 

へ
右
の
如
さ
結
果
を
齎
ら
す

zV
J
k

な

る

の
で
あ
る
。

然

る

k

政

，̂

は

爲

替

相

場

が

未

e

兪 

出
現
送
黠

^

さ
へ
達
せ
ざ
る
內

R

、『

圓』
が
最
早
輸
出

.

現
送
.

點
を
，恢
復

し

た

る

も
の

V
J

看
做
し 

て、金
解
禁
の
豫
吿
を
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち

『
圆』

の

對
米
相
場

(

正.金
建
魃
は
昭
阳
四
年
十
一

乃
7

-八
日
に
四
十
八
恥
八
分
の
五

-
-
-
-
四
十
八
弗
六
十
ニ
仙
半

_
_

R

な
つ
た
の
で
あ
る
が
、

同
月
二
十

一

日

^

夫
れ
ょ
ぅ
約
五
十
日
後

^

當
る
昭
和
五
年
ー
月
十

|

日
^
金
輸
出
の
制
设 

R

關
す
る
大
藏
省
令
を
撒
廢
す
る
旨
を
公
布
し
た
の
で
あ
つ
た
。
尤
も

『

圆』

が
平
價
芳
し
く 

は
輸
出
現

S

點a

を
恢
復
せ
ざ
る
の

み

な 

'らず
、未、た
四
十

.九
卵
臺

k

も
な
ら
ざ
る
前

k

政
府

が

金
解
日
の

fi
t

幹
し
た
乙
ど

^

ば
多
少
の
根
據
が
あ
つ
た
。
惟
ふ
に
政
府
は

r
圓』

の
相
場
が
疋 

貨
の
輸
出
現
送
點

k

達
し
た
な
ら
ば
、金
輸
出

^

對
す
る
制
限
を
撒
去
し
て
も
差
支
へ
無

s

も 

の

V
J

考
へ
た
の
で
あ
る
。
而
，か
も
政
府
は

『

圆』

の
對
米
相
場
四
十
九
卵
二
十
五
仙
を
以
て
正 

貨
の
對
米
輸
出
現
送

®
 

<
看
做
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

『

圓』

が
四
十
九
卯
ニ
十
五
仙
に
恢
復
す 

る
日

^

解
禁
を
行
へ
ば
宜
し
い

>

云
ふ
乙
ど

^

な
る
。
所
が
爲
替
取
引
に
も
、商
品
又
は
株
式 

R

於
け
る

V」

同
じ
く
、現
物
取
引
、

/」

先
物
取
引

V
J

が
あ
つ
て
、

#

通
の
狀
態
の
下
に
在
ぅ
て
は
、矶
 

ち
特

^

通
貨
の
對
外
價
値

^

著
し

$

變
動
が
期
待

3

れ
て

.
ゐ
な
い
場
合

^

於
て
は
、先
物
相
場 

は
常

^

現
物
相
場
ょ
ぅ
も
、利
子

^

相
當
す
る
金
額
丈
け
高
く
定
ま
る
こ

^

^
な
つ
て
ゐ
る
。
 

今
假
み

^

利
子
を
年
六
分
、即
ち
月
五
厘
ど
見
れ
ば
»
米
爲
替
の
一
ヶ
月
の
利
子
は
約
二
十
五

仙
^

な
る
。

^

對
米
平
價
百
圓

^

付
四
十
九
典
八
十
四
仙
六
ミ

\

の
半
パ
ー
ン
ト

-

-

-

-從

つ
て
今

0

霜
報
爲

#

^
て
支
拂
を
受
け
得
る
爲
替
を
ば
百
圆
^
付
四
十
九
卯
の
相
場
に
て
買 

ふ
も
、

一

ヶ
月
後

^

百
圓

^

付
四
十
九
卵
ー
ー
十
五
仙
宛
^
て
支
拂
は
る
可
き
爲
替
を
ば
今
日
百 

圆

k

て
買
ふ
も
损
德
な
し
で
あ
る
。
又
自
ら
今
日
支
拂
を
受
け
得
る
爲
替

?:
ば
苜
圓

R

付
四 

十
八
卵
七
十
五
仙
の
割
合

^

て
買
ふ
も
、ニ

.ヶ
月
後

^

四
十
九
弗
ニ
十
五
仙
の
割
合
^
て
支
拂

笫
ニ
.十

叫

卷

(

五一

三)

命
解
禁
策
の
批
判
ミ
命
流
出
の
對
策
私
案 

第

四

號

H

一



第
二
十
四
卷(

五
一
四)

金
解
禁
策
の
批
判
i

金
流出の

對
策
私
案 

疼

四

號

三

ニ

.

は
る

S

爲
替
を
ば
今
日
百
圓

R

て
買
ふ
て
置
ぐ
の
も
略
ぼ
同
様
で
あ
る
。

.
. '

然
る

R

、上述
の
如 

く
昭
和
四
牟
の
十
月
十
八
日

^

,『

圆』

.の
對
米
現
物
相
場
は
四
十
八
卯
六
十
五
仙
半
に
達
し
た 

の
で
あ
る
か
ら
、一一ヶ月後、即
ち
昭
和
五
年
一
月
十
八
日
以
後

k

於
て
支
拂
は
る
可
さ
先
物
相 

場
は
四
十
九
卯
ニ
ナ
五
仙
位

^

湘
當
す
る
ど
看
做
し
得
な
く
も
無
い
。
言
葉
を
換
へ
て
言
へ 

ば、昭
和
五
年

1

月
十
八
日
以
後
に
百
圓
に
#
四
十
九
卵
ニ
十
五
仙
の
割
合
に
て
支
拂
は
る
可 

• ^

對
米
爲
替
は
昭
和
四
年
十
ー
月
十
八
日
頃

^

四
十
八
卵
七
十
五
仙

^

て
取
引

3

る
可
さ
で 

あ
る
が
、其
日
に
は
事
實
現
物
爲
替
の
相
場
は
此
四
十
八
弗
六
十
ニ
仙
半

k

な
つ
た
の
で
あ
る 

か
ら
、若
し
輸
出
現
送

®

が
四
十
九
卵

.
ニ
十
五
仙
で
あ
る
な
ら
ば
、昭
和
四
年
十
一
月
十
八
日
の 

爲
替
は
ニ
ヶ
月
後

^

は
解
禁
し
て
も

差

支
な
さ
相
場
を
現
出
し
た
乙

V

J

k

な
つ
た

V
J

看
做
し 

得
な
い
で
も
無
い
。
夫
れ
故

ic

、政

府
が
同
月
ニ
十

■ 

I

.

n

r

k

昭
和
五
年

一

月

十

一
日

^
解
禁
を 

.
行
ふ
旨
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
マ

J

m

心
は
れ
る
。

尤
も
此
解
禁
日
の
決
定

^

就
さ
て
疑
は
し
さ
黙
が
あ
る
。
解
禁
相
場

^

關
す
る
算
定
^
從 

へ
ば
、解
禁
日
は
四
十
八
卵
八
分
の
五
の
相
場
を
現
出
し
た
る
.昭
和
四
年
十
一
月
十
八
日
ょ

A
 

1
j

ケ
^

^

#

後
R

早
く
も

:̂
F

和
五
年

一
月
十
八
九
日
頓

k

定
め
ら
る
可

&

で
ぁ
る
に
も
拘
ら
ず
、

夫
れ
ょ

^V

も

一

週
間
餘
前
の

1

月

十

1
日

^

定
め
ら
れ

/2
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
或
は
一
月 

十
八
九
日
、

/
J

云
へ

ば
、
®

會
の
苒
開
日
^
接
近
し
て
ゐ
る

 

'ので
、假
ぅ
に
十
八
九
日
頃
^
解
禁
し 

た
晚
財
界
^
若
し
動
播
が
起
れ

ば

、

去
れ
が
直
ち

^

議
會
の
問
題

^

な
る
の
で
、一
週
間
程
繰
上 

げ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
咬
い
か

勿

論

一

週
間

早
く
金

輸
出
制
限
令
を
撤
廢
す
れ
ば
、財
界
動 

搖
の
懸
念
は

一

層

深
く
な
る
の
で
あ
る
が

^

1
.

の
揚
合
^
は
議
會
の
休
會
期
日
が
終
る
ま
で 

^

1

週
間
あ
る
か
ら

&
,府
は
其
の
間

^

適
當
な
る
對
策
を
講
じ
た
る
後
^
悠
々
し
て
議
會 

k

臨
む
目
算
で
は
な
か
つ
た
で
ば
あ

.る
ま

'

y

か

;0
:

そ
は
兎
も

.角

€
し
て
、解
禁
日
が

一

週
間
早
め
ら
れ
た
爲
め

R
、國
民
經
濟

k

與
へ
ら
れ
た
打 

擊
は
夫
れ
丈
け
深
酷

^

な
つ
た
に
相
違
な

s

.°
然
し
假
ぅ
纪
迦
論
通

3

^I

月
十
八
九
日
に 

解
禁

^

れ
た
ビ
し
て
も
、程
度
は
多
少
異
な
る
が
、

&

然

.<
£

し
て
大
な
る
惡
影
響
を
齎
ら
す
も
の 

S

豫

想

^

る

可

さ
で
あ
つ
た

。
.
先
づ
第
 

一
k

昭
和
四
年
十
一
月
十
八
日

^

四
十
八
卯
八
分
の 

五
の
相
場
が
現
出
し
た
後

^

於
て
、假
ぅ

^
 

&
府
が
.二
ヶ
月
以
後
に
金
解
禁
を
宣
言
せ
ず
し

て
、
 

爲
替
を
成
行
に
任
せ
て
置
い
た
ビ
し
た
な

ら

ば
、昭
和
五
年
一
月
十
八
九
日

頃
k

®c
府
が

S

出 

現
送

點

ど
看
做
し
た
る
四
十
九
卯
二
十

五

仙
の
相
場

?:

果
し
て
現
出
し
た
で
あ
ら
ぅ
か
。
是

第
ニ
十
四
卷C

五
一
五〕

金
解
禁
.策
の
批
.判
ミ
金
沭
出
.
の
對
策
私
案
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四
號
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第
二
十
四
卷
s
 

H

O
金
解
禁
：策
の
批
判

W

金
流
出
の
對
策
私
粲 

第

四

球

三

四

れ
は

®

る
疑
は
し

.い。
我
が
®
の
賀
易
は
十

一
一
月
か
或
は
遲
ぐ

も

一
月

^

入
超
期
^
入
る
の 

で
あ
る

か

ら
、縱
令
政
府
が
金
解
禁
の
下
準
備
を
し
て
ゐ
る
こ

ビ

が
明
.かに
な
つ
て
ゐ
て
も
、

«
 

.の

實

施

.日

を

明

確
k

豫

货

せ

.ざ

る限

へ

『

圆』

の
對

.米
相
揚
が
十
一
月
十
八
日
の
四
十
八
#
八 

5

の
五
ょ
ぅ

j

月
十
八
九
日
ま
で
に
四
十
九
弗
ニ
十
五
仙

^

漸
騰
し
た

^

相
違
な
い
、ヒ斷
定 

出
來
な
い
の
で
あ
る

.。
假

6

^
政
府
が
金
解
禁
日
を
豫
赍
し
な
か
つ
た
場
合
^
於
け
る
一
月 

十

一

日
の
自
然

■の
相

.
場
が
、若
し
四
十
八
弗
七
十
五
仙
或
は
四
十
八
卵
五
十
仙
位
で
あ
つ
た
ヾ
し 

し
た
な
ら

ば
、

其

日

迄

^
.爲
替
相
揚
を
人
爲
的
に
輸
出
現
送
勲
ま
で
吊
上
げ
置

§

て
其
日

k

解 

禁
を
行
ふ
こ
ど
は
實
際
に
は
爲
替
相

•場
が
四

‘十
八
卵
七
十

•五
仙
又
は
五
十
仙
で
あ
る
ビ

&

R
 

突
如
金
の
輸
出
を
自
由
に
し
た
ど
同
一
の
結
果
を
呈
す
る
も
の
で
あ
つ

.
て、無
論
斯
く
の
如
さ 

狀
態
の
下

^

於
て
は
多
量
の
金
の
流
出
を
豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

1

步
を
讓

6

て
解
禁
日
の
豫
吿
が
無
く

 

V
J

も
、一
月
十

I

日
頃

^

『

圓』

の
相
揚
が

.
四
十
九
郎 

ニ
十
五
仙

^

な
る
可

5

で

あ

つ

た

ど

し

.ても、
夫
れ
は
近

3

將
來

R

於
て
解
禁
す
る
旨
の
政
府 

の
聲
明
並

k

日
鈒
の
在
外
正
貨
買
入
等
の
解
禁
準
備
の
結
果
で
あ
つ

て、
即

ち

人

爲

的

相
場
で 

あ
つ

て、
斯
く
の
如

&

不
自
然
な

る

『

圓』

價
の
吊
上
げ

^

依

6

て、輸
出
現
送
相

•

枭
t

無

J f
:

こ
發

生
せ
し
め
て
解
禁
を
行
ス
際

^

は
、疋
貨
の
流
出
は
當
然
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
善
.であ 

る
。

三

.

不
適
當
な
る
解
^
の
季
節 

上
述
の
如
く
我
が
政
府
は
不
自
然
な
る
狀
態

'
の
下
に
於
て
、從つ
'て
不
利
な
る
條
件
を
以
て 

金
解
禁
を
行
ひ
て
、自
ら
正
貨
流
出
の
災
を
釀
し
た

.の
で

'
,あ
る
が
«
理
遺
解
禁
を
急
い
だ 

爲
め
、更

k

一
 

つ
の
失
策

^

陷
つ
た
の
で
あ
る
。
夫
れ
は
解
禁
季
節
の
選
擇

?:
誤
つ
た
事

k

外 

な
ら
な
い
。
我
が
國

R

て
は
每
年
前
半
期
が
質
易
の
入
超
期
で
、後
半
期
が
出
超
期
で
あ
る
結 

果
ど
し
て
、

『

_』

の

對
外
價

値
は
、特
別
の
事
情
な
さ
限

.ぅ
、前
半
期
化
於
て
比
較
的
纪
低
く
、後半 

期
纪
於
て
比
較
的
高

S

の
を
常

V
J

し
て
ゐ
る
。
從
つ
て
縱
令
平
價
を
切
下
げ
て
解
禁
を
サ
ふ 

場
合

^

於
て
も
、將
た
又

『

圓』

の
相
場
が
人
爲
的
調
節
に
依

.ら
ず
し
て
自
然
^
恢
復
し
輸
出
現 

送

^

R
達
し
た
る
の
み
な
ら
ず
尙
ほ
其
の
後

.相
當
の
沏
間
相
場
が
安
定
し
た
上
^
て
解
禁
を 

斷
行
す
る
場

' 合

k

於
て

す

ら
其
の
時
機
は
前
半
期
の
未
又
は
後
半
期
の
初
期
化
之
を
選
ぶ
可 

さ
で
あ
る
。
況
し
て
我
が
政
府
の
解
禁
は
不
自
然
な
る
人
爲
的
の
爲
替
吊
上
げ
化
依

6

て
行 

は
ん
ど
し
た
：の
で
あ
る
か
ら
、ぬ
ほ

11
ま
全

な

る

m

節

k

於
て
解
禁
を
實
行
す
可
さ
で
あ
つ
た
。

笫
！一

十E

怒

(

五一
七
；}

金
斛
禁
策
の
批
：判
>

」

金
流
出
の
對
策
私
案
 

三
五
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三
六

然
る
に
政
府
が
實
際
化
選
ん
だ
解
禁
の
時
機
は
一
年
中
^
て
最
も
木
適
當
な
る
輸
入
超
過 

期
の
初
頭
の
一
月
中
旬
で
あ
つ

f̂O

楚
れ
で
は
態
々
正
貨
の
流
出
を
刺
戟
す
る
や
ぅ
な
仕
方 

で
あ
る
。
我
國
が
解
禁
後
少
期
間
に
巨
额
の
正
貨
を
失
つ
た
の
は
毫
も
怪
し
む
た
足
ら
無
い

< 

然
ら
ば
何
故
^
政
府
は
殊
吏
化
斯
く
の
如
さ
不
利
な
る
時
機
を
遴
擇
し
た
の
で

あ

ら

ぅ

か
。
 

或
は
夫
れ
は
政
治
的
理

f

t

k基

tr
て
ゐ
る
か
も
：知れ
無
い

0

第
五
十
七
議
會
が
一
月
中
^
解 

散
さ
る
可
さ
は
豫
定
の
事
實
で
あ
つ
た
。
若
し
果
し
て
然
彡
ヾ
し
す
れ

.ば
、多部
.の
懸
案
た
る
金 

解
禁
を
斷
行
し
、而
か
も
其
の
惡
影
響
が
明
瞭

^

な
ら
ざ
名
間

^

之
を
土
產

v
j

し
て
選
擧
區

k 

臨
ひ
の
は
政
府

^
.取

-

て̂
非
常

^

有
利
で
あ
る

^

相
違
な
い
。

_夫
れ
^
は
成
る
可
く
選
擧
日 

R

接
近
し
て
解
禁
を
行
ふ
の
を
得
策

v
j

し
た
の
で
あ
る
。
若
し
議
會

.の

解

散

が

，一
月
の
二
十 

1

1
1日
に
行
は
れ
る
も
の
ど
す
れ

ば
、
«

會
が
解
散

3

れ
た
る
ビ
き

^

は、
®

選
擧
は
解
散

.

の
！：n 

ょ

6
 

.
三
十

B

以
內

R

行
ふ
可
し
ビ
云
ふ
選
擧
法
の
規
定
紀
從
ひ
、總
選
擧
の
期
日
は
當
然
ニ
月 

の
ニ
十
日
頃

^

定
め
ら
る
、
こ

V

J

kな
る
替
で
あ
つ
た
。
若
し
然

6

ど
す
れ
ば
解
禁
は
ニ

/!
] 

U

1
日
頃

^

行
ふ
の
が
政
府
に
取

{

て
最
も
都
合
宜
か
つ
た
か
も
知
れ
無
い
。
然
し
夫
れ
.で
 

は
金
解
禁
を
ば
選
擧
對
策
ビ
し
：て

.利
用
し
お

z v

が
餘
み
に
露
骨
に
な
な
過

’
ぐるヾ

」

Q
M
念

ょ

6

し
て
、解
禁
の
日
を
議
會
解
散
前

^

定
め
て
，之
を
豫
街
し
た
の
で
あ
る
ま
い
か

。

.

其
の
现
由
は
何
ん
で
あ
る

^

し
て
も
、

»

«
が
無
现
な
狀
態
の

.
下

^

於
て
行
は
れ
た
以
外
に
、
 

!

部
中
最
も
條
件
の

.惡
さ
季
節
に
於
て
斷
行

^

れ
，た

乙

€

は、
*

だ
遺
慽
で
あ
る
。

四
正
貨
の
流
出

前
述

.の
如
く
我
が
國
の
金
解
禁
は
非
常

.

.
不̂
利
な
る
條
件
の
下
^
於
て
且
っ
最
も
不
適
な 

る
時
機

k

於

て

斷
行

さ

る
，
豫
笨
で

あ

っ

て、
»

禁
實
施
の
曉

k

は、何
等
か
の
對
策
を
講
じ
て 

置
か
な
け
れ

ば

、多
額
の
金
の
流
出
は
常
然
之
を
覺
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

政
价
も
愛

^

鑑
み
る
所
あ
ぅ
て
、在
外
正
貨
を
充
實
し
て
之
を

'三
，億

圓

以

上

^

增
加
せ
し
め
、爲
 

替
尻
の
決
濟
は
此
在
外
疋
貨
の
運
用
に
依
ぅ
て
行
は
し
め
、內
國
の
金
貨
金
塊
の
海
外
流
出
を 

豫
防
す
る
の

*
手
段
を
講
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
：尙
ほ
是
れ
丈
け

^

て
は
滿
足
せ
ず

®

1

の
 

場
合
ド
備
べ
ん
が
爲
め

it
、

英
米
兩
國

k

て
一
億
圓
の
ク

レ

ジ
ッ

ト
を
設

.定
し
、絕
對

k

在
內
正 

貨
の
海
外
搬
出
を
防
が
ん
ど
し
た
は
世
人
の
記
憶

^

新
ら
だ
な
る
事
實
で
あ
る

。

,

然
ら
ば

«

禁
後
常
局
者
は
最

.

初
の
豫
定
通
ぅ

i t

、金
の
流
出
を
防
逷
し
た
か

.

、、J

云
ふ

k

#
金 

の
流
出
が
豫
想
以
上
の
巨
額

^

上
っ
た
の
で
、正
貨
の
流
出
を
豫
防
す
る
乙

ビ

が
出
來
無
く
な

第
二
十
四
卷

(

五I

九〕

命解禁

®
の批判：

w

金
流
出
の
對
策
私
案
，
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っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
政
府
は
正
貨
の
流
出

5:
豫
防
す
る
爲
め

^
、日
本
鈒
行
を
し
，て三
傲
圓 

の
在
外
正
貨
を
準
備

.せ
し
め
、正
金
銀
行
名
義

^

て
英
米
兩
國

^

1
億圖のクレジットを設
 

定
し
た
の
で
あ
る
が
，內
外
銀
行
の
要
求
に
依
う
て
■日本
.銀
行
並

ド

TE
金
銀
行
が
寶
渡
し
た
.在 

外
芷
貨
は
、解
禁
聲
明

ょ

6

解
禁

日

t '
で
の
分
を
合
す
れ

ば

、

一
月
中

^

旣

k

大
約

.一

億
五
千

3| 

圆

R

上

A

解
禁
後
僅
々
三
週
間
以
內

k

在
外
疋
貨
が
最
初
の
举

«

高
の
平
额
た
激
減
し
た
の 

で、此
殘
额
を
保
護
す
る
必
要
を
感
じ
て
ヾ
あ
ら
う
が
、日
本

«

行
に
.ては
在
外
正
貨
寶
渡
し
の 

率

?:
ば
外
國
銀
行
の
推
算
し
た
正
貨
現
送

^

ょ
う
も

.低
く
定
め
た
の
で

1£
貨
の
現
送
が
解
禁 

後
僅
々

.十
日
間
纪
開
始

5

る
、
に
至
く
其
の
後
引
續
さ

SI
送
が
行
は
れ
た
結
果
三
乃
十
日
爻 

で

K

即
ち
解
禁
後
ニ
ヶ

/i
I

以
內
に
，流
出
し
た
正
貨
は
無

it
一
 

億
五
千
萬
圓

R

上
っ
た
の
で
あ 

る
。
夫
れ

.が
爲
め

n

本
銀
行
の
疋
貨
準
備
は

.解
禁
日

0

1

，
月

十 

一_
 

B

に
は
十
億
七
千
三
百
三 

十
三
翦
圆
で
あ
っ
た

が

、

ニ
ヶ

/i
l

後
の
三

;|
1

十
日

^

は
、夂

億」

ー
ー
千
三
百
五
十
二
萬
圓
R

な
う
、大
 

約

一

億
四
千
萬
圆
減

•少
し
て

Q

る
。

.此
三
月
十
日
，の
日
本
銀
行
券
發
行
高
は
十

一

m

三
千
八 

十
三

®

圓
で
あ
っ
て
ぜ
ハ
の
內
制
限
外
發
行
高
は
七
千
九
页
三
十

.ニ
萬
圓

k

上
っ
て
ゐ
る
の
で
 

あ
る
。
今
之
を
一
年
前
の
昭
和
四
年
三
月
十

一

H 
^

I
十
日
は
日
曜
日

-——

.
の
訐
數
を
比
較

す

る

k

、I

年
前
の
發
行
高
は
十

一

億

七

千
五
耳
萬
圓

で

あ

つ

て
本
华
ょ

A

も

四
千
四
百
萬
圓 

餘
多
か
つ
た
の
で

あ

る

が

、1

年
前

^

は
限
外
發
行
が
な
く
、却
つ
て

七

百
六
十
萬
圆
の
發
行
餘 

力
を
存
し

.

て
ぬ
た
の
で
あ
つ
，た。
斯
く
の
如
く

,'

年
前

^

對
照
す
る

R

、兌換
券
の
發
行
额
が 

多
少
收
縮
し
て
ゐ
る

^

も
拘
ら
ず
、芷
貨
準
備
の
狀
態
が
惡
化
し
た
の
は
、解
禁
後
に
於
け
る

IE 

貨
流
出
の
結
梁
で
あ
る
。

由
來
日
本
銀
行

#

の
發
行
狀
態
は
發
行
餘
力
を
存
す
る
ょ

A

も、寧ろ
制
限
外
發
行
を
里
す 

る
の

? :

常

V
J

し
て
：

Q

る
の
で
あ
る
。
然
し
夫
れ

^

し
て
も
ハ
既
往
^
‘於
て
は
十
ニ
乃
及
び
一
月 

の
兩
月
を
除
け
ば
、各
乃
の
中
旬
を
通
じ
て
限
外
發
行
顯
は
珀
較
的
少
な
い
の
み
な
ら
ず
、往
々
 

R

し
て
發
行
餘
力
を
現
出
し
た
の

.

で
あ
つ
て
、中
旬

^

於
け
る
限
外
發
行
が
約
八
千
萬
圓
^
上
 

る
.

が
如
さ

，
z 

V
J

 

.は
近
來

.

稀
ら
し
さ

.

現
.

象
で

.

あ
る

か
.
ら
.

警
戒
す

.

る
の
必
要
か
あ
る
。

.

何
故
^
な 

れ
ば
、金
融
緩

®

な
る
可

&

中
句

^

於
.

て
金
融
の

M

k

す
る
月
末
ド
於
け
る
が
如
く
多
額
の
限 

外
發
行
す
る
や
ぅ
で
は
、若
し
今
後
疋
貨
の
流
出
が
繼
續
す
る
も
の

€

す
.

れ
ば
、金
利
の
®
騰
は 

免
が
れ
雛
く
な
る
の
み
な
ら

t

同
時

R

兌
換
の
基
礎
を
危
ふ
す
る
の
處
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ 

る
o
' 

•

第
二
十
四
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ニ 
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批
判
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秕
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四

3

.

.
f
は
兎
も
あ
れ
解
禁
後

k

疋
«

の，流出

'
し
た
こ

.

V
J

は
、解
禁
が
尙
早
で

.あ

3
、解
禁
の
季
節
を 

誤
ま

6
、且
っ
解
禁

k

對
す
る
準
備
が
不
充
分
で
あ
っ
た

Z
ビ

を
語
っ
て
ゐ
る
。
耍
す
る

k

%
 

ft
禁
の

m
i

的
は
爲
替
相
場
の
安
定
で
あ
っ
て
、@
替
相
場
安
定
の
目
的
は
國
民
經
濟
の
安
定
ベ 

外
な
ら
な
い

o

然
る

^

我
が
阈
の
金
解
禁
は
爲
替
相
場

?:
略 

< 
安
定
せ
し
め
得
た
も
の
、、

»
 

禁
の
時
機
ど
方
法

<£
:
.を
誤

.つ
た
爲
め

k
、物
價
の
低
落

ビ

巨
額
の

1£
貨
の
流
出
を
誘
翦
し
た
結 

果

li
l

民
經
濟
を
し
て
一
層

^

寒
を
失
は
し
む
る

^

至
つ
た
の
で
あ
る
。

.

.
五

善

後

策

:ノ

 

右
^

述
へ
た
勿
く
金
解
禁
に
對
す
る
準
備
が
不
充
分
で
あ
っ
た
爲
め

k

E

f i

の
正
貨
が
流 

出
す
る

^

至
っ
た
の
で
あ
る
が
、政
府
は
是
れ
以
上
，多額

^

流
出
せ
ざ
る
も
の
ど
看
做
し
、前
途 

を
樂
觀
し
て
、成
行

0

任
せ
て
ゐ
る
や
ぅ
で
あ
る
。
勿
論
今
後
疋
貨
の
流
出
が
著
し
く
な
け
れ 

ば
問
題
が
無
い
。
然
し
な

が

ら
、正
.金

銀

行

が

將

來

依

然£

て
四
十
九
⑽
八
分
の
三
の
相
場 

を
維
持
し
、日
本
鈒
行
も
亦
從
前
の
如
く
外
國
飯
•行
の
稱
ふ
る
正
貨
の
輸
出
現
送
勘
ょ
ぅ
も

S
 

き
率
を
以
て
在
外
正
貨
賣
渡
し
の
政
策
を
繼
續
す
る
以
上
ば
、海外

 

'ド
ニ
三
億
に
上
る
爲
替
資 

金
の
僙
務
を
有
す
る
ど
云
は
れ
て
ゐ
る
他
の
銀
行
が
今
後
も
尙
ほ
.正
貨
の
現
送
ド
依

6

て
其

の
一
部
分
を
返
濟
す
る
か
も
知
れ
無
い
。
又
外
國
銀
行
は
內 

以
て
一
且
細
育

^

送
ぅ
た
る
梭
ゼ
ハ
資
金
を
爲
替

k

て
我
が
國 

k

て
受
取

6

?]
-
び
現
送
す
る
か
も
計
ら
れ
な
い
。

BI
R

又
輸 

ほ
三
ヶ
月
を
餘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、此
方
面
^
於
け
る 

知
れ
な
い
若
し
此
等
の
懸
念
が
不
幸

^

し
て
適
中
す
る

VJ 

程
多
额

^

上
る
も
の
へ

/

」

豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
ら
ば

.
之

^

對
し
て
如
何
な
る
豫
防
手
段
を
講
ず
可
き
_か
 

禁
の
遺
直
し
を
行
ふ

^

在
る
。
然
ら
ば
如
何
な
る
手
順

k

依 

V」

云
ふ

it
、先
づ
第
一

R

金
の
輸
出
を
苒
び
制
限
す

る
の
で

あ 

『

圓』

は
低
落
す
る
相
違
無

S
。

『

圆』

の
相
場
が
何
處
ま
で
下
落
す

い
が
、昭
和
四
年
の
前
半
期

R

於
け
る
相

®-
ょ
ぅ
觀
て

^

は
四
十
五
六
兆
位
^
な
る
か
も
知
れ 

な
い
。
何
れ
に
し
て
も
過
去
の
爲
替
相
場
の
變
動
狀
態
ょ
ぅ
推
し
て
、數
ヶ
月
の
間
自
然
的

 ̂

安
定
す
る
相
場
が
出
て
く
る
^
相
違
な

い
。

而
し
て
斯
く
の
如
さ
、

自

然
的
の
安
定
相
場
が
現 

出
し
た
場
合
に
は
、吧
相
場
を
ー
ヶ
年
程
人
爲
的
に
釘
付
け

^

な
す
の
で
あ
る
。
即
ち
在
外
芷

第
二
十
叫
卷「

五
ニ
—

D

命
解
禁
饿
の
批
判
ど
金
流
出
の
對
筮
私
案 

第
四
號 

四
一

ケ ど  す 正 入 に 地

て 云 れ 貨 超 逆 k

る
o

於
け
る
遊
金
を
ば
正
貨
を 

送
し
、
5 1

に

夫
れ

を

ば
正
貨 

過
#

で
あ
る
前
半
期
も

^

 

の
現
送
も
行
は
れ
る
か
も 

ば
、

正
貨
の
流
出
は
尙
ほ
餘

ふ
に
、最上
の
方
策
は
金
解 

金
»

禁
を
遺
直
す
可
$
か
 

金
の
輸
出

? :

制
限
す
れ
ば
、
 

る
か
は
勿
論
豫
斷
出
來
な



… ， s し ' 产 *；, プ”

笫
ニ
十
四
卷C

五
ニ
四〕

金
解
禁
策
の
批
判
ミ
命
流
出
の
對
策
双
案 

第
四
號 

四
ニ

貨
の
遝
用
及
び
其
他
の
方
法

^

依
办
て
爲
替
の
騰
貴
並

k

下
落
を
防
止
す
る
の
で
あ
る
。
斯 

く
の
如
く
爲
替
相
揚
が

一

ヶ
年
以
上
も
安
定
し
た
後

R

於
て
、其
安
定
相
場
ょ
み
稍
低
き
率
に 

て
平
價
を
切
下
げ
解
禁
を
行
へ
ば
宜
い

。
' 
此
方
策
を
猓
れ
ば
國
民
經
濟
が
安
定
し
、金
も
流
出 

し
な
い
ミ

W

R
な
る
。
又
副
産
物
ぐ

j

し
，て

『

II
I』

の
低
落
の
爲
め
景
氣
が
良
く
な
る
。
尙
ほ
金 

.の
輸
出
を
制
限
す
る
際

R
、國
內

R

輸
入
す
る

V」

否

€
を
問
は

ず

、外

國

k

て
社
債
を
募
集
し
若 

し
く
は
借
入
れ

?:
爲
す

t

ビ
を
禁
止
或
は
制
限
す
ベ

&

で
あ
る
。
然
ら
ず
ん
ば
、得
び
金
解
禁 

を
行
つ
た
後
化
於

て

、

今
囘

<£
同
じ
く
對
外
偾
務
を
返
濟
す
る
爲
め
に
、正
貨
を
現
送
す
る
者
が 

出
來
金
が
多
量

^

流
出
す
る
こ
ど

^

な
る
か
ら
で
あ
る

。

'

此
金
解
禁
の
遺
直
し
は
今
日
に
於
て
採
る
可

$

最
上
の
手
段
で
あ
る
が
、

政
府

は
.無

論

體

面 

上
斯
く
の

如
き

政
策
を
斷
行

し
な

S

R
決
つ
て

ゐ
る
。

然
ら
ば

金
解
禁
の

出
直
し
を
行
は
ず 

v
j

し
ぶ
場
合

^

於
て
ば
、如
何
な
る
方
法
を
講
ず
可
さ
で
あ
る
か
。
夫
れ
に
は
先
づ
民
間
の
對 

外
偾
務

の
統
制
を

行
ふ

可

$

で
あ
る
。
金

流
出
の
ー
大
原
因
は
民
間
の
外
國
偾
務
の
償
還

^
 

存
し
て
ぬ
る
の
で
あ
る
か

.ら
、之

?:
逾
當

R

延
期
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
償
却
延
期
の 

爲
め

R

金
錢
上
の

.损
失
を
綮
る

.者
あ
る

ビ

さ

R

は
、無
論
政
府

R

跨
て
之
を
賠
償
す
可

S

で
あ

る
。
期
限
付
の
債
務

R

就
き

v

は、期
限
が
到
着
し
れ
際

^
、政
府
が
.間
接
に
或
は
已
む
を
得
ず 

ん
ば
直
接

R

■援
助

.し
て
借
換
を
行
は
し
む
れ
ば
宜

v>
。
此
借
換
ょ
み
生
ず
る
损
失
も
政
府
-か
 

炱
織
す
可
き
は
言
ふ
迄
名
無
い
。

.

次
^
は

日
本
®

行

の
在

外

JH

貨
賣

.渡
率
並

k

正
金
の
爲
替
相
場
を
現
實
の
正
貨
輸
出
現
送 

黙
に
引
上
げ
て
、爲
替
銀
行
が
兩
者
の
開
き
を
利
得
す
る
爲
め

^

正
貨
の
現
送
を
行
ふ
こ

、
/

」
?: 

防
遏
す

可
さ
で
あ
る
。

第

三

R

は
日
本
銀
行

券
の
保
證
準
備
を
ば
少

く

ど
も
流
出
し
た
正
貨
の
總
額
位
丈
け
櫥
張 

し、金
利
の
騰
貴
を
豫
防
す
可
さ
で
あ
る

。

.

*
第
四
に
は
食
料
品
並

^

原
料
以
外
の
貨
物
の
輸
入
^
對
し
て
臨
時
關
稅
附
加
税
を
課

し

»
 

入
超
過
额
の
減
少

?:
計
る
可
&
で
あ
る
。

此
等
種
々
の
方
策
を
實
行
す
れ
ば
、金
の
流
出

? :

.全

然

阻

止

す

る

乙

ヾ

」

が
出
來
な
い
ヾ

」

し
て 

も
.、大

k

緩
和
す
る

3:
.
.得
.る：
ビ

思
ふ
。
尤
も
其
等
の
手
段

.

.は

.爲

.替
相

fr
並
^
在
タ
正
貨
賣
渡
率 

の
改
正
を
除
け
ば
#

立
法

^

俟
た
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
も

の
で
あ
る

•
か、幸

ひ
臨
時
議
會
が
四
月 

下
旬
に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
都
合
が
宜
い
。

弟
二
十
四
卷(

五
ニ
五)

金
解
禁
策
の
批
判
I

流
出
の
'對
锻
私
案 

第四號四，

三


